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（仮称）吹田市立スタジアム建設事業

環境影響評価書

要約書

平成 25 年９月

スタジアム建設募金団体
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１．事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

事業者の名称：スタジアム建設募金団体

代表者氏名 ：代表理事 金森喜久男

主たる事務所の所在地：大阪府吹田市千里万博公園 3 番 3 号

なお、事業者であるスタジアム建設募金団体（以下、「募金団体」という。）は、法人及び個人か

ら集めた寄付金によりサッカースタジアムを建設することを目的として設立された団体です。募金団

体はスタジアムの建設を行い、完成後は吹田市にこれを寄付します。吹田市がスタジアムを受納した

後は公の施設として活用されることとなります。また、株式会社ガンバ大阪（以下、「ガンバ大阪」

という。）が所定の手続きを経て指定管理者に指定され、管理運営を行うこととなっています。

２．事業者の環境に対する取組方針

事業者である募金団体は、本サッカースタジアムを建設することを目的として設立された団体です。

建設するスタジアムについては、多様な方法で環境に配慮する「エコ・スタジアム」を目指し、自然

エネルギーの活用や省エネルギー機器の採用など、様々な取組を行っていきます。

３．事業の名称、目的及び内容

（１）事業の名称

（仮称）吹田市立スタジアム建設事業

（２）事業の目的

サッカースタジアムを活用したスポーツ振興を図るとともに、青少年の健全育成、にぎわいの創

出、地域経済の活性化など、様々な分野において活力あふれるまちづくりを目指すべく、サッカー

スタジアムを建設することを目的としています。

（３）事業の内容

① 事業の種類

事業の種類は「運動・レ

ジャー施設の建設」であり、

本事業は「吹田市環境まちづ

くり影響評価条例」（平成

10 年吹田市条例第 7 号）第

2 条に規定する要件に該当し

ます。

② 事業の規模

敷地面積 約 90,000ｍ2

建物高さ 約 42ｍ

収容人員 約 40,500 人

（観客数）

③ 事業の実施場所

吹田市千里万博公園

23 番 1 他１筆（右図参照）
事業計画地の位置
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④ 事業計画の概要

本事業は、日本万国博覧会記念公園（以下、「万博公園」という。）の南東部に位置する球技場

とその周辺に、収容観客数 40,000 人規模のサッカースタジアムを建設するものです。

ａ．土地利用及び施設計画

事業計画地内の将来の土地利用及び施設配置計画は、下図に示すとおりです。

現在、球技場及び駐車場として利用されている区域にスタジアムを建設する計画です。スタジ

アムの概要は次ページの図に示すとおりです。

スタジアムは、一部屋根付きの天然芝グラウンドを計画しており、Ｊリーグの試合はもとより、

国際試合の開催が可能な規模としています。なお、スタジアムのメインゲートは西側とし、メイ

ンゲート前には広場を整備します。また、スタジアムの周囲の緑化に配慮し、周辺の緑地とも調

和した、緑に包まれたスタジアムを目指す計画です。

土地利用・施設配置計画図
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施設計画図

ｂ．施設稼働計画

本スタジアムは、ガンバ大阪ホームゲームの開催、天皇杯及び国際試合など、サッカーの試合

に使用する予定であり、年間の主要な試合開催数は最大で 40 試合程度となります。

また、その他の試合としては、少年サッカー大会や全日本ユースの大会などを行う可能性があ

ります。なお、試合開催日以外は、スポーツイベントなどへの貸出を行う計画です。

ｃ．緑化計画

緑化にあたっては、周辺の万博公園の緑地と連続した緑地を創出できるよう、また、生物多様

性に配慮した植栽計画となるよう努めます。なお、建物配置範囲の既存樹木については、できる

だけ移植するよう検討し、既存の表土については植栽用として極力再利用します。

ｄ．交通計画

本事業では、「エコ・スタジアム」を目指し、来場車両による環境への影響を低減するため、

観客の自家用車等による来場を極力減らし、モノレールなどの公共交通機関の利用を促進する計

画です。そのため、大阪高速鉄道株式会社やバス会社などの公共交通機関と協議・連携し、観客

の来場・退場時間帯における運行本数の増加などの方策を検討していきます。なお、新たな観客

用駐車場の建設は行わない計画です。

これらの交通計画を実現するための取組のひとつとして、万博公園への来場者が多く、周辺の

道路が特に混雑する桜祭り等の時期については、ゲームの開催を極力回避し、また開催する場合

はナイターとするなどの対策を講じる計画です。

また、周辺の交通状況を考慮し、自動車（自家用車等）の来場台数を現状以下とする計画です。

そのため、観客用の駐車場はすべて予約制とし、来場台数を制限します。観客へのアンケート調

査結果から、現在のゲーム開催時には、観客者が 20,000 人の場合、約 2,450 台の自家用車

等が来場していると想定されます。よって、予約駐車場の台数は最大の場合で 2,000 台とし、

万博公園の駐車場において確保します。
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さらに、公共交通機関の利用を促進するため、快適に公共交通機関を利用できるよう、モノレ

ールの増便、必要なバス台数の確保及び利便性の高いバス路線の設定、公共交通機関利用者への

割引・特典の付与等について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施する計画です。

なお、観客数が多い場合、特に退場時（帰宅時）において、スタジアム周辺での快適・安全な

通行を確保するため、交通整理員を配置することはもとより、スタジアムからの退場時間をコン

トロールし、順次退場するなどの対策についても検討・実施する計画です。歩行者を安全かつ快

適に誘導するために観客数以外に、天候や勝敗などの影響も考慮した対応区分の基準を明確に定

め、区分ごとの対応を定量的かつ具体的に示した歩行者誘導マニュアルを作成し、また、継続的

に改善していきます。

交通計画については、今後も更なる交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目指し、道路管理者、

交通事業者、地権者、吹田市、大阪府、計画地近傍の大規模複合施設開発事業者などの関係機関

と十分協議を行い、公共交通の輸送力増加、道路整備などの課題解決を目指していきます。

⑤ 工事計画

最初に杭工事、基礎工事を行った後、躯体工事等を行い、その後、グラウンド工事等を行います。

全体の工期は約 26 か月を予定しています。

⑥ 環境保全対策

本スタジアムについては、「大阪府建築物環境評価システム」（CASBEE＊）において、最高ラ

ンクであるＳランクを達成する「エコ・スタジアム」を目指し、様々な取組を行っていく計画です。

太陽光・雨水・風といった自然の力を活かし、人々の環境意識を高めるスタジアムを目指します。

また、試合等の開催日以外は、太陽光発電により、消費電力を自給する計画としています。そのた

めに、以下のような取組を行っていきます。

・高効率・省エネルギー型機器の採用：高効率の空調機器や LED 照明器具を採用します。

・断熱性能の向上：一部のガラスに Low-e 複層ガラスを採用します。

・太陽光発電等の採用：屋根部分にソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行います。

・風力発電の採用：外灯の一部に、風力発電を内蔵した照明を採用します。

・自然換気の採用：外気の抜けを多くとり、スタジアム内部への自然通風を行います。

・雨水の利用：散水及びトイレの洗浄水に雨水を利用します。

これ以外にも、ヒートアイランド現象の抑制、廃棄物の減量、騒音等の抑制などにも取り組みます。

また、試合時の歓声等による騒音の抑制を考慮し、スタジアムは一部屋根付きとします。さらに

試合開催時にはスタジアム外壁の開口部を閉鎖する、指向性の高いスピーカーを使用し、設置場所

や向きに配慮する、応援に使用できる楽器の制限、使用時間の制限などの観戦ルールについては、

ホームページでの事前告知と試合当日の場内放送及び電光掲示板を用い、観客に周知・徹底するな

どの対策を講じます。

建設工事においては、効率的な工事の実施や、使用する建設機械等の適切な管理、低公害型建設

機械の採用、低公害型車両の使用などにより、施工時の二酸化炭素排出量、排気ガス、騒音・振動

による影響を極力低減するなど周辺環境への影響を抑制するような取組を実施します。

４．当該事業における環境に対する取組方針

本事業の環境に対する取組方針は、前述の「２．事業者の環境に対する取組方針」と同じです。ま

た、その実現を目指して、上記の「⑥ 環境保全対策」を実施する計画です。

なお、本スタジアム完成後は、これらの取組内容を、吹田市及びガンバ大阪に確実に引き継ぐもの

とします。

＊：「CASBEE」とは、建築物について、その環境性能で評価し格付けする手法。省エネルギーや環境負荷の少な

い資機材の使用といった環境配慮、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価するシ
ステム。評価結果は「S ランク（素晴らしい）」から、「A ランク（大変良い）」「B+ランク（良い）」「B－

ランク（やや劣る）」「C ランク（劣る）」という５段階で示される。
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５．提案書意見交換会における住民からの意見の概要

「（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価提案書」について、平成 24 年 4 月 15 日

に開催した「提案書意見交換会」の場において述べられた関係地域の住民による環境の保全及び良好

な環境の創造の見地からの意見概要は、以下に示すとおりです。

環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見概要

意見概要 左の意見に対する事業者の見解

手続き

どのような影響があるのかわからない状態で、

提案書だけをみて、どうですか、といわれても何

ともいえない。

今の提案書については、こういう調査予測をし

ていきたいということを事業計画とともに記載し

ておりますので、結果については、もうしばらく

お待ちください。

提案書の意見交換会で意見がでても、提案書は

変更されないが、評価書案が出るときに、意見が

反映されたものが出てくる、ということか。

本日のご意見や今後出てくる意見書、審査会意

見、等を踏まえて市長意見がでてきますので、そ

れを踏まえて評価書案を作成いたします。

事業計画

試合日程について、水曜と土曜日に開催すると

説明があったが、実際には、日曜日も試合が開催

されることがあり、そのことが提案書には記載さ

れていない。試合開催の可能性がある日全て調査

対象としてもらいたい。

試合開催は、カップ戦が水曜の夕方、J リーグ

の J1 の試合は土曜日の午後、昼か夕方に、J2

の試合は日曜日に開催されることが J リーグで定

められています。多少、例外はあるかもしれませ

んが、基本的には水曜の夜と土曜の午後が試合開

催日ということになります。

日曜日は基本的に試合開催しないのですが、た

またまこの 4 月 22 日は開催されます。そういう

ことからも、例外なくどの曜日も交通渋滞関係の

調査をしなければいけないと考えています。

スタジアムの建築物は S ランクを目指すという

ことだが、周辺の環境についてはどうなのか。周

辺住民に対する環境は、どこのスタジアムに比べ

て一番良いとか、どこのスタジアムよりはるかに

住民に影響がありませんよとかいう表現はできな

いか。

CASBEE のシステムは、地球環境への配慮と

いう大きな意味での環境ということと、それ以外

にも例えば室内の快適性、あるいは地域周辺環境

への配慮、景観への配慮等も含まれた総合的な格

付けの手法ですので、そういった周辺環境への配

慮ということも含まれた仕組みです。周辺への影

響という点では、現在日本にあるスタジアムの多

くは建物の壁面に穴があいていて、音が漏れる構

造になっていることが多いのですが、今回は音の

漏れ方をできるだけふさごうという計画で進めて

います。

計画地付近は緑が割と豊かな場所だが、スタジ

アムが建ったあとにどのくらいの緑化率になるの

か。事前にわかっていることだろうから、その当

たりはきちっと明記してもらいたい。

現段階で完全に外構計画が確定している訳では

ないのですが、できる限り緑をたくさん確保する

という計画にしたいと考えております。守るべき

緑化率等につきましては、今後吹田市と協議を進

めて参ります。

現在の計画敷地内に近隣住民がよく利用するタ

コ公園が含まれている。、ここはどうなるのか。

なくなってしまうと子供たちの遊び場が一つなく

なってしまうので、考慮してもらいたい。

ご指摘の公園は、計画敷地には入っています

が、改変地には含まれていません。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

スタジアムでのサッカー以外の利用、例えば、

アーティストのライブなどの利用はあるのか。

ライブなどの利用は予定していません。

調査範囲

提案書 4-1 ページに環境影響評価を実施する

地域は、スタジアムから 300m という範囲を定

めている。交通問題は円でえがくのではなく、幹

線道路の線でえがくべきだと思う。幹線道路から

描いて 100ｍとかの範囲にしてもらって、山田

東２丁目も含めるよう検討してもらいたい。

関係地域については、施設から概ね 300m と

いうことで環境影響評価を実施する範囲として定

めました。これは、主にスタジアムからの直接の

影響である騒音の影響を主に考慮して記載してい

ます。交通につきましては、実際調査を行う範

囲、予測を行う範囲としましては、当然この範囲

の外になっている万博外周沿いの地点を選定し、

調査予測していくという形で計画しています。

騒音・振動

現在の競技場から 1.5km 離れているがそれで

も騒音・振動がある。今度 300m になるともっ

と大きくなるだろう。建物の振動・騒音対策は実

施されると思うが、本当に規制値いくらまでの建

物がつくれるのか教えてもらいたい。

騒音がどのくらいになるか、というのは現在検

討しておりますので、それはまた評価書案の時に

示させていただきたいと思います。

清水地区のようなスタジアムに近い地点で一般

環境騒音と振動と低周波調査を調査してもらいた

い。

意見交換会後、ご意見を踏まえて検討した結

果、清水に調査地点を追加いたしました。

マンションの上層階のような箇所は音が通ると

思うのだが、このような場所での調査や考え方は

どのようになっているのか。

上層階でどれくらいの音になるのかというの

は、予測してしていく予定です。調査自体を上層

階でどのようにやっていくかは今わかりません

が、スタジアムが建設されてどれくらいの音がマ

ンションの上層階に届いてくるかという予測はシ

ミュレーションで検討して、対策していくことを

予定しています。

騒音対策について、サッカー特有の踏みならし

しての応援をすると、非常に音が高い。これは禁

止させていただきたい。踏みならしの応援では振

動問題もある。振動については建物で吸収できる

ように考えていただきたい。

応援の仕方としては、今の競技場では確かに騒

音も振動もあります。今度はそれを配慮して、雨

の対策だけでなく騒音対策として屋根を設けま

す。それが抜けないように壁面にもガラスを入れ

て、騒音がピッチにだけしか抜けないようにし、

近隣に直接騒音が届かないように設計配慮をして

まいります。

交通

万博外周道路が生活道路となっている地域住民

にとって、外周道路の混雑は大変な問題である。

万博外周道路、茨木摂津線の渋滞緩和をどう考え

ているのか。

交通渋滞につきましては、主に外周の主な信号

のある交差点について、今後、調査して、交通の

影響、渋滞について予測していきます。その上

で、事業者としましてはできる限り公共交通機関

できていただくための手段を講じてなるべく車を

減らすという形で計画していますが、交通の混雑

調査の結果を踏まえて予測し、影響の低減策を示

していきたいと考えています。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

提案書 3-8 ページの交通計画・駐車場計画に

おいて、観客の車両を 3,100 台と想定してい

て、「駐車場が 3,280 台で 95%あるから駐車場

台数は不足することはない」と断定しているが、

今日の状態をみても万博中央駐車場は満杯であ

る。この駐車場を利用するのはガンバの関係者だ

けではないのに、こんな断定の仕方で良いのか。

来場車両を 3,100 台と想定していて、主に使

用される駐車場の 95%と提案書に記載している

件につきましては、平成 23 年秋のガンバの試合

が開催された時に調査を実施した結果を踏まえて

記載しております。ただ、実際の予測評価はこれ

から実施します。そのための交通調査や駐車場の

調査を実施し、それを踏まえた上で、現在は駐車

場を増設しない計画にしていますが、必要であれ

ば関係機関等と協議して内容について詰めていき

ます。

提案書 6-6 から 6-9 ページの環境取組内容の

施設整備について。交通混雑についての記載がな

い。工事の時は記載されているのに施設の存在時

に記載がないのは、どういうことか。駐車場は必

要ないということではずしているのか。

交通対策について記載がない件につきまして

は、この環境取組内容は吹田市まちづくりの取組

内容の項目に対応させて記載しております。そう

いう意味では記載していないということもありま

すが、交通関係につきましては、事業計画部分に

書いているとおり、できる限り公共交通機関を利

用していただくという方策をとり交通による影響

を少なくしていくことを考えています。

提案書 7-13 ページの交通混雑の調査につい

て、平日、休日各 1 回で 7 時から 22 時となっ

ているが、春の桜まつり、秋の紅葉まつり、ゴー

ルデンウィーク、J リーグの開催時などにどんな

状態なのか交通量調査をすべき。そのときに何時

から何時までは南駐車場にどのくらい入っている

のかという調査をして、その結果どうしていくの

かを検討してもらいたい。

意見交換会後、ご意見を踏まえて検討した結

果、交通計画を検討するためのデータ取得のた

め、ゴールデンウィークにも交通量や駐車場利用

状況の調査を行いました。

交通量調査について、信号のある交差点で調査

を実施する、という計画だが、現在、地域住民か

ら、交通渋滞があるので信号をつけてほしいと要

望をだしている箇所については調査を実施しない

のか。それとも、現在、市に要望をだしている交

通渋滞箇所も含めて調査するのか。

今、調査を予定している地点は提案書に記載し

ているとおりで、主に信号のある箇所を選定して

います。これは、今、考えている地点ですので、

市民の皆様のご意見、審査会のご意見を踏まえて

今後調査地点について検討していきます。

意見交換会後、ご意見を踏まえて検討した結

果、調査地点を追加しました。

事業者側の予定している調査内容では信用でき

ない。地域住民の意見を反映した調査を行う別会

社をもう１社いれるか、事業者の調査に意見を反

映させてもらわないと、いつまでたっても溝が埋

まらず今後問題が残る結果となると思う。

調査内容については、環境影響評価審査会にお

いて、専門家にご審査いただき、そのご意見を踏

まえ、必要な修正を行った上で、決定しました。

その審査においては、意見交換会や意見書として

提出された住民意見についても考慮されていま

す。

施設供用後に交通がどのようになるのか、ま

た、車両を通行させないようにする手段はどのよ

うなものなのか。

意見交換会後、意見交換会でのご意見及び環境

影響評価審査会での提案書に対する意見、審査書

内容を踏まえ検討した結果、交通計画について見

直しました。その内容については評価書案に記載

しています。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

万博駐車場の緊急車両の出入り口から車両を出

している事実を把握されているのか。だれがそん

な指示をだしているのか。車両がでてくる交差点

は点滅信号になっているが、赤の点滅も無視し

て、どんどん車がでてくる。そういう社会のルー

ルを無視する体質が怖い。

南駐車場の緊急車両の動線から車両を出してい

る事実は把握しております。駐車場の管理は万博

記念機構で行われており、どういうタイミングで

あけるかという判断はガンバではなく、駐車場を

管理している万博記念機構が行っています。今後

は南駐車場がメインになってくると考えられます

ので、だれが判断してどのように車両をだすかに

ついて、万博記念機構とも協議をしながら皆様に

ご迷惑をおかけしないようすすめていきたいと考

えております。

今の図面に記載されている車両の主要走行ルー

トは一般車かあるいは工事車両も含めてのルート

なのか。できれば、工事車両を樫切山から外周に

でるルートは規制してもらいたい。

図示しているルートは来場者のルートです。工

事用車両もこの中での走行を予定しております

が、工事用車両はルートをコントロールしていき

ますので、できる限りご要望に添うよう調整させ

ていただくと考えております。

近隣に徳洲会病院が建設中である。救急車両の

通行もあると思うので、車両交通については非常

に慎重に行っていただきたい。

万博周辺の違法駐車が二次災害や子供の事故を

引き起こす可能性がある。また、土地勘のない人

も集まるので事故の確率を増やすことのないよう

具体的な検討をお願いしたい。

意見交換会後、意見交換会でのご意見及び環境

影響評価審査会での提案書に対する意見、審査書

内容を踏まえ検討した結果、交通計画について見

直しました。その内容については評価書案に記載

しています。

車を大幅に規制するとなると当然、公共の交通

機関を利用する人が増えると思うが、千里丘駅か

ら徒歩で移動する人もいるはず。人の動線に対す

る調査はどうなっているのか。

現在、公共交通機関の利用を促進する、という

ことで、モノレールやバス会社と調整していると

ころです。周辺駅までの歩行者については、なか

なかどこを歩いてはいけないというのは難しいの

ですが、歩くならここでとか近隣の迷惑にならな

いようにとか騒がないようにとか、そういうこと

は当然事業者として、ガンバさんによびかけてい

くという形になると考えています。
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６．提案書についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解

「（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価提案書」について、環境の保全及び良好な環

境の創造の見地からの意見を有する者からの「提案書意見書」が 18 通提出されています。

提案書意見書の概要とこれに対する事業者の見解は、以下に示すとおりです。

提案書意見書の概要及びこれに対する事業者の見解

提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

手続き

工事中、完成後も含めて、この山田に住んでい

る私たちがスタジアムが出来るため、あるいは出

来たために不利益を被ることが絶対にないように

入念に計画されて、さらにそれらを明らかにして

いってほしい。

事業計画地及び周辺地域において現地調査を実

施し、現地調査結果に基づいて事業実施による環

境への影響について予測いたしました。また、そ

の予測結果をもとに環境保全対策等を検討し、こ

れらを記載した環境影響評価書案を作成いたしま

した。なお、環境影響評価書案の内容について

は、事業者が実施する意見交換会で周辺住民の

方々に説明し、質疑応答を行います。

自宅から数百メートルの所に巨大スタジアムが

できる事により、騒音・振動、交通渋滞、治安悪

化等、現在の平安な生活が破壊される事を危惧し

ている。これらの問題を防止する策と環境改善へ

の取り組みを直接市や事業者から聞き、質疑応答

できる場の設定が必要である。また、スタジアム

のみならずエキスポランド跡地に建設されると聞

いている巨大モールにも同じ問題があり、両者を

合わせた環境アセスメントが必要である。

本事業計画地の近隣で計画されている「（仮

称）エキスポランド跡地複合施設開発事業」につ

いては、現時点で複合的な影響を考慮するために

必要な精度の計画内容が把握できなかったため、

複合的な影響予測を実施しておりません。今後、

より詳細な計画内容が把握できた場合、適切に対

応します。なお、「（仮称）吹田千里丘計画」に

ついては、環境影響評価及び事後調査が実施され

ており、計画内容が把握できたため、その内容に

基づき、「施設関係車両の走行」による「交通混

雑」への影響について、複合的な影響を考慮しま

した。

事業計画

スタジアムによって吹田市の経済的・文化的・

活性化（公共交通機関等を含む）及び若い人の集

客が大変期待でき、万博周辺の活性化も望まれま

す。このためにも万博周辺の環境整備をしっかり

行い、魅力ある町づくり及び行き易い、来易い、

帰り易い、そして治安が良く安心して楽しめる総

合的地区地域にすることが望まれます。昼・夜の

治安確保・向上、街灯設置、トイレ設置、交通路

をスムーズにする整備、交通事故防止対策、騒音

の防止対策、違法駐車・停止防止対策、エキスポ

側との通路の新設及び整備、万博外周の歩道と車

の出入部との出合い頭の事故予防対策など検討し

ていただきたい。

本事業は、サッカースタジアムを活用したスポ

ーツ振興を図るとともに、青少年の健全育成、に

ぎわいの創出、地域経済の活性化など、様々な分

野において活力あふれるまちづくりを目指すべ

く、サッカースタジアムを建設することを目的と

しています。この目的を達成するために環境取組

事項や環境保全対策などを確実に実施してまいり

ます。
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提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

スタジアム建設が必要ならば、周辺住民に迷惑

のかからない「エキスポランド跡地」とすべきで

ある。外周道路より外側に予定（計画）されるこ

とは理解できない。

さらに事業計画地の中で、競技場の場所は、周

辺住民の最も近い場所に計画されている。周辺住

民の騒音迷惑等を考えると、少しでも、万博外周

道路側に動かすことも可能と考える。周辺住民を

無視した計画には、憤りすら覚える。

旧エキスポランドの区域については、大阪府

が、一定規模以上の年間集客人数が見込めるなど

の条件をつけて、立地事業を公募し、三井不動産

が事業者として選定されています。

なお、スタジアムは一部屋根付きとし、さらに

試合開催時にはスタジアム外壁の窓を閉鎖するな

どの対策を講じ、周辺への騒音の影響をできるだ

け低減する計画としています。

球場関係者の方々のみ使用にとどまらず、試合

のない月・日に配慮して頂いて日常利用出来る運

動場として一般住民に公園としても機能出来る住

民サービスを残して頂きたい。高台にコンクリー

トの建物が目立つのではなく、何年後かには千里

の丘の万博公園、運動場として恥じない高木、低

木、緑地運動場にして頂きたいと思います。

試合開催日以外は、子供たちの夢づくりと地域

スポーツの拠点、また、地域コミュニティ活性化

のための拠点として、地域のスポーツイベントや

お祭りなどへの貸出を行う計画であり、地域住民

の方々に利用していただきたいと考えています。

また、できる限り緑をたくさん確保する計画と

したいと考えております。

スタジアムを災害時（緊急）施設として構築し

て欲しい。兵庫県では災害備品等の貯蔵保管の場

所として有効にスタジアムを利用している。屋根

付きの練習所は避難所としても対応出来るよう建

設。「活力あるまちづくり」だけでなく「安心・

安全の街」を目指してほしい。

事業計画地の位置する万博公園は、広域避難地

として位置づけられております。本スタジアムに

ついては、その中において、災害時の防災拠点と

しての機能が果たせるよう、計画していきたいと

考えています。

配置がスポーツ公園の中心部にあり、公園を南

北に分断して、８の字型の散策路動線を遮断して

しまう。年間 40 日の使用のために、市民が日々

憩う公園の良環境を奪うべきでない。

大阪で数少ない、万博跡地の貴重なオープンス

ペースを、後の世代の為に良い環境で残すべきで

ある。

スタジアム周辺には、できる限り緑をたくさん

確保する計画とし、また、スタジアム正面は低・

中・高木による立体的な緑地を形成するなど、環

境の保全を図りたいと考えております。

公（おおやけ）の公園の広い範囲を、一部の企

業に運営管理を委ね、専用使用させるのは、吹田

市の公共性・公益性を損なう。

スタジアムについては、完成後は吹田市に寄付

され、公の施設として活用されることとなりま

す。なお、スタジアムの管理運営については、㈱

ガンバ大阪が所定の手続きを経て指定管理者に指

定され、行うこととなっていますが、試合開催日

以外は、子供たちの夢づくりと地域スポーツの拠

点、また、地域コミュニティ活性化のための拠点

として、地域のスポーツイベントやお祭りなどへ

の貸出を行う計画であり、地域住民の方々に利用

していただきたいと考えています。
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提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

市の財政難の折、寄付後のスタジアムの維持・

補修費を市民に押しつけることになる。逆に独立

採算の場合、使用料が高くなり、一部のプロだけ

の利用施設となる。又、当初吹田市の負担ゼロで

あっても、想定外の出来事、例えば、運営管理会

社の破綻や、支援企業の撤退等が生じた場合、ど

う対処するのでしょうか。その対応策、準備はで

きているのでしょうか。

平成 23 年 11 月 25 日付けの吹田市、スタジ

アム募金団体、ガンバ大阪の３者協定書により、

スタジアムの管理運営については、㈱ガンバ大阪

が所定の手続きを経て指定管理者に指定され、行

うこととなっています。施設に係る用地賃借料そ

の他の維持管理に要する費用及び大規模修繕費に

ついては、指定管理者が負担することとしていま

す。

提案書表 3-4 施設関係車両想定台数 3,620

台、表 3-5 駐車場台数 4,918 台となっている。

観客車両想定台数 3,220 台は少ない。現代で

も 1/3 が車で来ると説明されている。平均 2 人

乗車と考えれば 6,700 台となる。

提案書に記載の施設関連車両につきましては、

事前に実施したアンケート結果を基に算定しまし

た。

評価書案作成に当たり、交通計画、事業計画等

を検討し、来場車両台数を抑制する計画に見直し

ました。

環境取組内容

環境取組内容（施設・設備等）に万博外周道

路、茨木摂津線の交通混雑についての取組事項、

実施の有無、取組内容の記述がない。交通混雑に

対して危惧しているので当然追加すべきである。

交通混雑に対する対策については、「３．事業

の名称、目的及び内容 （６）交通計画」に記載

していましたが、評価書案においては、「10．

当該事業における環境取組内容」にも記載しまし

た。

影響範囲

交通混雑等の範囲は万博外周道路と茨木摂津線

を生活道路としている範囲を入れるのが当然であ

る。

関係地域については、施設から概ね 300m と

いうことで環境影響評価を実施する範囲として定

めました。これは、主にスタジアムからの直接の

影響である騒音の影響を主に考慮して記載してい

ます。なお、交通関係の影響につきましては、範

囲の外である万博外周沿いの地点等についても、

調査・予測地点として選定しています。

大気汚染

建設予定地の樹木で一定の環境が保全されてい

たが、施設が建つことで、環境の悪化が予測され

る。既存樹木については「できるだけ」移植する

程度になっている。「できるだけ」のものでは済

まされない。吹田市の中でも、この地域は大気汚

染の割合が、非常に高いので、これ以上の環境悪

化は許せません。

スタジアム周辺には、できる限り緑をたくさん

確保する計画とし、環境の保全を図りたいと考え

ております。

騒音・振動

居住地がもっと近い清水地区の場所での騒音測

定が抜けています。判断材料を提供して下さい。

事業計画地近傍の住宅地（清水）を調査地点と

して追加しました。

当初計画（案）で、騒音測定値がありました

が、北山田地域が測定されてなかったが、現状調

査は終ったのか。風向きによっては、山田側へも

音は流れます。

騒音の調査・予測地点としては、より影響が大

きいと考えられる事業計画地近傍の住居地を代表

地点として選定しました。
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提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

現在、万博記念競技場で開催される試合の応援

の声が聞こえています。２倍の大きさのスタジア

ムが家のそばに建設されれば、もっと大きな声や

音で生活に影響がでる様に思います。14 ページ

に騒音・振動について数値計算により予測します

と書かれていますが不安です。

試合時の４万人の応援・歓声の騒音は、周辺住

民の許容限度を超え、静穏な生活を脅かす。条例

の規制値をクリアできない。

南駐車場を立体駐車場（４階～５階建て）にす

ると、近隣への騒音の遮断と駐車場の確保が可能

となる。立体駐車場の屋上は緑化を図り空中庭園

公園確保する。また、吹田市清水方面は名神高速

道路に防音壁を設置して騒音の遮断を図る。

取組事項の中で、特に「事業計画地に近接した

住居はありません」として実施の有無で「該当な

し」になっているが、「近接した住居」があるで

はないか。そこで、騒音・振動・低周波が心理

的・精神的影響を明らかにして下さい。近くには

病院、老健施設の建設が予定されており、病人へ

の影響を含めて調査を行うようにして下さい。

スタジアム建設が私たちの住宅地の近くに予定

されようとしているが、現在の位置で競技が開催

されているときでも地響きを伴う振動を感じる。

さらに巨大スタジアムが、これ以上住宅地に迫っ

てくることは耐えられないと思います。計画場所

の変更を求めます。

試合中の騒音については、観客席の上部を屋根

で覆ったスタジアムとし、試合開催時にはスタジ

アム外壁の窓を閉鎖するなど、外部への騒音の影

響が小さくなるような計画としています。

なお、事業計画地近傍の住居地における騒音・

振動・低周波音の影響について、予測・評価を行

いました。

現在、万博競技場での試合開催時は、かなり距

離が離れているマンションでも上層階には、直接

応援の音が届く。新スタジアムは、現競技場に比

べて当マンションにかなり近くなる。

当マンションは 14 階建てなので、新スタジア

ムからの音について高層階を中心に影響を受ける

のではないかと懸念をしている。スタジアムの建

設にあたっては、音の影響も十分な調査を行い、

当マンションの住人が音で悩まされることがない

よう対策をお願いしたい。

マンションの上層階への騒音の影響について

も、予測・評価を行いました。

騒音対策として、観衆の鳴り物を禁止していた

だきたい。

太鼓以外の鳴り物による応援は、原則禁止とし

ています。なお、試合中の騒音については、観客

席の上部を屋根で覆ったスタジアムとし、試合開

催時にはスタジアム外壁の窓を閉鎖するなど、外

部への騒音の影響が小さくなるような計画として

います。
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提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

騒音については、スダジアムの屋根が客席を覆

う形状にして音の漏れを少なくする工夫を施すよ

うですが、振動についてはとても不安です。京セ

ラドーム大阪では、お客さんが客席でジャンプす

ると周辺地域でかなりの地震動が起こると報道さ

れています。サッカースタジアムでは、当然お客

さんが客席でジャンプすることが想定されます。

提案書においても、より具体的な振動対策を明記

して下さい。

サッカー特有の踏みならす応援も止めていただ

きたい。

観客の応援による振動については、ご意見も踏

まえ、類似施設（現在の万博記念競技場）におけ

る応援時の振動を測定し、それを元に新スタジア

ムからの振動について、予測・評価を行いまし

た。

なお、振動について、建物構造に配慮し、外部

への影響が小さくなるような計画とします。

風力発電による低周波振動に対策を。 外灯に使用する予定の風力発電については、ご

く小型であり、周辺地域へ騒音の影響を及ぼすも

のではありません。

景観

間口 210Ｍ、奥行 170Ｍ、高さ 44Ｍの建物

は当環境に対し、巨大すぎ、視覚的、スペース的

に圧迫感がある。スケールオーバーで環境になじ

まない。

スタジアムについては、色彩等について周辺と

調和したものとし、景観に違和感を与えないもの

とする計画です。

なお、スタジアム完成後の周辺地域からの景観

の状況について、予測・評価を行いました。

交通

駐車場の満杯度、周辺道路の待機台数を実際に

時間軸も含めて調整すべきである。

交通混雑の調査地点及び調査時期頻度につい

て、「具体的に起こっている交通渋滞」で示して

いるところの交通量の現況調査はすべきである。

駐車場の利用状況及び交通渋滞（渋滞長）の状

況を調査し、駐車場への入出庫に起因する交通渋

滞の影響も踏まえて予測・評価を行いました。ま

た、意見交換会でのご意見、環境影響評価審査会

での意見及び審査書内容を踏まえ、調査地点等を

追加しました。

交通混雑の調査時期頻度について、平日・休日

１回の交通量調査はあまりにも少ない。春の桜ま

つり、秋の紅葉まつり、ゴールデンウィーク、運

動会シーズン、Ｊリーグサッカー開催時（休日・

祝日）において調査すべきである。

交通計画を検討するためのデータ取得のため、

ゴールデンウィークにも交通量や駐車場利用状況

の調査を行いました。

現在生じている交通渋滞は（今後の大型商業施

設等の出店も含め）、全てが外周道路への交通ア

クセスが原因となっている。現状のままでは解消

できないので、別ルートの検討が必要となる。駐

車場（南駐車場で中央駐車場・東口駐車場）から

中環状線から千里中央及び茨木京都方面又南茨

木・摂津方面に抜ける為地シールド施工による直

接中央環状線へ抜けるトンネルによるアクセスル

ートの確保により解決できるのではないか。

万博外周道路と他の道路と合流によりおこる渋

滞対策を検討してもらいたい。

万博外周道路を生活道路として使用している近

隣住民の生命を危険にさらすような状態にならな

いように、十分な渋滞対策をお願いしたい。

交通渋滞対策については、公共交通機関の利用

促進策、駐車場予約制の導入等により、来場車両

台数の抑制に努めるとともに、ゴールデンウィー

ク期間中などの混雑が予測される日に試合を開催

する場合は、周辺の交通量が少なくなるナイター

での開催とするなど、できる限りの対策を実施し

ます。

なお、これらの対策を踏まえ、周辺地域での交

通への影響について、予測・評価を行いました。
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提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

スタジアム完成後、観客のスタジアムへのアク

セスについて、40,000 人以上の観客を収容する

スタジアムを、この住宅の多い山田地域に建設す

るからには、きちんとした交通アクセスについて

の問題点を明らかにし、オープンする前に全て解

決する必要がある。

駐車場をこれ以上増やさないということには賛

成だが、現在でも土・日・祝日には、現在の万博

公園に入る車だけで外周道路が渋滞し、生活道路

にまで影響を及ぼしている状態なのに、40,000

人の人が車を全く使用しないでスタジアムに来る

ことは考えられない。つまり、さらなる深刻な渋

滞が予想される。車での来場をどうすれば防げる

か、考えてもらいたい。

駐車場が足りていない。南駐車場及び中央駐車

場・東口駐車場を立体駐車場に建て替え（中環状

線へアクセス）、南駐車場及び中央駐車場を地下

トンネルでつなぐことにより、エキスポランド跡

地の大型商業施設出店にも対応できるのではない

か（合わせて駐輪場の確保）。

交通渋滞対策については、公共交通機関の利用

促進策、駐車場予約制の導入等により、来場車両

台数の抑制に努めるとともに、ゴールデンウィー

ク期間中などの混雑が予測される日に試合を開催

する場合は、周辺の交通量が少なくなるナイター

での開催とするなど、できる限りの対策を実施し

ます。

なお、これらの対策を踏まえ、周辺地域での交

通への影響について、予測・評価を行いました。

工事期間中の工事車両が通行する道路につい

て、工事車両は生活道路の通行を避けて、外周道

路や中央環状線を通行するようにしてほしい。外

周道路と中央環状線だけを使っても全てのメイン

道路に接続できる。（名神、阪神高速、171 号

線、産業道路 他）ただ、生活道路を使う方が時

間短縮できるからという理由で、生活道路を使用

するのは困る。

工事中については、輸送効率の向上により、車

両台数の低減を図るとともに、車両通行ルートの

適切な選定、通行時間帯の配慮を行い、また、工

事区域内に車両待機スペースを確保し、周辺道路

での入場待ちを防止するとともに、無線などを利

用することにより、周辺の交通の状況を把握し、

渋滞が生じないような車両運行に努めます。

警察と相談して、観客車両を周辺道路に入らな

い強制的な禁止措置を講ずべきである。

周辺の生活道路への車両進入等による問題が発

生しないよう、来場者へ生活道路への進入防止を

呼びかけるなど、対策を実施します。

万博南工事用（緊急用車両）出入り口扉、非常

時以外は、絶対フェンス扉を開けることを禁止し

ます。

万一開扉の場合、安全・安心の見地から、警備

員の配置を徹底して欲しい。

現在、駐車場の管理は万博記念機構で行われて

おりますが、今後、万博記念機構とも協議をしな

がら皆様にご迷惑をおかけしないようすすめてい

きたいと考えております。

公共交通機関の利用を促すと言うが、一番便利

なモノレールが現在のような高い料金のままで

は、観客はたいへん利用しにくい。これからは利

用者も増えることなので料金を下げるべき。料金

を下げれば車の利用も減る。（モノレルールの建

設費用は、大阪府が負担しているのでモノレール

会社は料金を下げても十分採算が合うはず。）

公共交通機関の利用を促進するため、快適に公

共交通機関を利用出来るよう、モノレールの増

便、必要なバス台数の確保及び利便性の高いバス

路線の設定、公共交通機関利用者への割引・特典

の付与等について、公共交通事業者などと協議・

検討を行い、実施していく計画です。
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提案書についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

駅とスタジアムをつなぐ送迎バスの利用を増や

すためにバスを利用した人（モノレールも含む）

には、スタジアム入場料のディスカウントをす

る、あるいは試合がある日の駐車料金を倍額にす

るなど、周辺住民に迷惑のかからない方法を具体

的に考えてもらいたい。

公共交通機関の利用を促進するため、快適に公

共交通機関を利用出来るよう、モノレールの増

便、必要なバス台数の確保及び利便性の高いバス

路線の設定、公共交通機関利用者への割引・特典

の付与等について、公共交通事業者などと協議・

検討を行い、実施していく計画です。

試合後は、一時に大勢の人が、スタジアムから

外周道路周辺に出てくる。その際の事故を予防す

るための交通整理や、マナーの悪い観客の交通ル

ール違反やゴミ投棄を取り締まるために、スタジ

アムの敷地内だけではなく、外周道路や近隣のエ

リアに試合の前後には警察や警備員を配置し対応

してもらいたい。(現状では配置されておらず、交

通ルール違反やゴミの投棄が行われ、近隣住民が

迷惑を受けている。）また、モノレール万博記念

公園駅から事業計画地への歩行者の観戦ルートの

確保現状では６ルートあると考えられるが、現状

と同じことが生じないよう、新スタジアムへの歩

行者専用道路（大型商業施設進出を鑑み）の確保

することが必要である。

サポーターの行動につきましては、呼びかけを

行い、問題が生じないよう努めます。また、状況

に応じて、警備員を配置するなどの対策を講じま

す。

茨木摂津線にある樫切山交差点から万博外周合

流までは、以下の対策を実施してもらいたい。

・朝夕の交通渋滞のラッシュ時間帯を過ぎた時

刻から通行（時間制限処置）を許可する。

・午前９時～午後４時までの通行許可し、それ

以外の時間は、通行止め並び進入禁止とす

る。但し生活上必然な当地区住民の為の通行

は、許可車両カード等にて通行を認める。

安全について、府道茨木摂津線と府道万博公園

外周道路の合流点、大阪中央環状線の測道（一方

通行）から府道万博外周道路の合流点、名神高速

道路出口から府道中央環状線を横切って府道万博

公園外周道路に入る合流点について、信号等の対

策を講じていただきたい。

交通混雑及び交通安全の内容について、吹田市

の施設であることを再確認し、指導及び関係機関

へ働きかけて交通対策を実施してもらいたい。

樫切山交差点から山田別所地区三差路の信号ま

での間を緊急用車両専用道路として新設の事。

交通の問題は、スタジアム単独で議論するより

も、エキスポランド跡地で三井不動産などが行う

新事業と複合的に検討して下さい。その際は、万

博外周道路を通過せずに大阪中央環状線から直接

エキスポランド跡地側に出入り可能な道路を造

り、エキスポランド跡地内にも相応の駐車場を確

保して下さい。そうでなければ万博外周道路は週

末を中心に大渋滞に陥ります。

当該事業の重要な課題の一つである交通混雑の

緩和及び交通安全の確保にあたっては、道路管理

者をはじめ地権者や吹田市、大阪府等のステーク

ホルダーと連携調整し、交通課題の解決に取り組

みます。
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７．審査書の内容及びこれに対する事業者の見解

「（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価提案書に対する市長の審査書」（以下「提案

書審査書」という。）の内容、及びこれに対する事業者の見解は、以下に示すとおりです。

提案書審査書の内容及びこれに対する事業者の見解（その１）

全体事項

意見の概要 事業者見解

本事業計画地周辺では、住宅団地の建設、複合

施設開発事業などの大規模な事業が実施中又は実

施予定であることから、可能な限りこれらの事業

との複合的な環境影響を考慮したうえで、環境影

響評価を実施すること。

本事業計画地周辺での他事業について、可能な

限りこれらの事業との複合的な環境影響を考慮し

たうえで、環境影響評価を実施しました。

個別事項

１ 温室効果ガス・エネルギー

意見の概要 事業者見解

太陽光発電の設置等の地球環境対策の実施状況

等の類似事例を調査すること。

太陽光発電の設置等の地球環境対策の実施状況

等の類似事例の調査に努めました。

計画で予定している環境取組内容を実施しなか

った場合と予測の結果を比較することで、可能な

限り定量的な評価を実施すること。

計画で予定している環境取組内容を実施しなか

った場合と予測の結果を比較することで、可能な

限り定量的な評価を実施しました。

２ ヒートアイランド現象

意見の概要 事業者見解

事業計画地周辺のヒートアイランド現象の状況

について調査すること。

事業計画地周辺のヒートアイランド現象の状況

について調査しました。

計画で予定している環境取組内容を実施しなか

った場合と予測の結果を比較することで、可能な

限り定量的な評価を実施すること。

計画で予定している環境取組内容を実施しなか

った場合と予測の結果を比較することで、可能な

限り定量的な評価を実施しました。

３ 騒音

意見の概要 事業者見解

休日の調査時期においては、万博公園の来場者

が多数となる時期を選定すること。

休日の調査時期においては、万博公園の来場者

が多数となる時期の調査についても実施しまし

た。

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの予測にあた

っては、日本音響学会 ASJ-CN モデルによる算

出を行うこと。

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの予測にあた

っては、日本音響学会 ASJ-CN モデルによる算

出を行いました。

施設の供用に伴う騒音レベルの予測にあたって

は、類似施設における観客の歓声及び楽器の使用

に起因する騒音レベルを把握すること。なお、観

客の歓声や楽器音による騒音レベルの予測におい

ては、距離減衰に加え、施設の建物による反射や

透過の影響を考慮した計算法とすること。

施設の供用に伴う騒音レベルの予測に当たって

は、類似施設における観客の歓声及び楽器の使用

に起因する騒音レベルを把握しました。なお、観

客の歓声や楽器音による騒音レベルの予測におい

ては、距離減衰に加え、施設の建物による反射や

透過の影響を考慮した計算法としました。
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意見の概要 事業者見解

事業計画地近傍の住宅地（清水）を調査地点と

して追加すること。なお、高層住宅に配慮して、

現況調査、予測及び評価を実施すること。

事業計画地近傍の住宅地（清水）を調査地点と

して追加しました。なお、高層住宅に配慮して、

地上付近に加え、高層での予測も実施しました。

４ 振動

意見の概要 事業者見解

施設の供用に伴う振動レベルの予測にあたって

は、類似施設における観客の応援（踏み鳴らし

等）に起因する振動レベルを把握すること。な

お、類似施設の選定においては、施設の種類、規

模だけでなく、立地している地盤の特性や周辺地

域の環境の類似性を考慮すること。

施設の供用に伴う振動レベルの予測に当たって

は、類似施設における観客の応援（踏み鳴らし

等）に起因する振動レベルを把握しました。な

お、類似施設の選定においては、施設の種類、規

模だけでなく、立地している地盤の特性や周辺地

域の環境の類似性を考慮し、事業計画地近傍の万

博記念競技場を選定しました。

事業計画地近傍の住宅地（清水）を調査地点と

して追加すること。

事業計画地近傍の住宅地（清水）を調査地点と

して追加しました。

５ 緑化（緑の質、緑の量）

意見の概要 事業者見解

緑化計画が周辺地域の植生と調和していること

について評価すること。

緑化計画が周辺地域の植生と調和していること

について評価しました。

６ 火災、爆発、化学物質の漏洩等

意見の概要 事業者見解

吹田市の防災に係る計画及び避難所等の指定状

況を把握すること。

吹田市の防災に係る計画及び避難所等の指定状

況を把握しました。

地域社会の災害時における安全確保への配慮に

ついて評価すること。

地域社会の災害時における安全確保への配慮に

ついて評価しました。

７ 交通混雑、交通安全

意見の概要 事業者見解

当該事業における交通計画については、発生交

通量を想定した需要予測型の対応ではなく、事業

者が先進的な取組を講じることで発生する交通量

をコントロールし、可能な限り交通量を減少させ

るような交通需要マネジメントの考え方に基づい

た計画を示したうえで、環境影響評価を実施する

こと。

当該事業における交通計画については、発生交

通量を想定した需要予測型の対応ではなく、事業

者が先進的な取組を講じることで発生する交通量

をコントロールし、可能な限り交通量を減少させ

るような交通需要マネジメントの考え方に基づい

た計画を示したうえで、環境影響評価を実施しま

した。

協議・連携を想定している公共交通機関の輸送

力及び乗車率等を調査すること。

協議・連携を想定している公共交通機関の輸送

力及び乗車率等を調査しました。

周辺駐車場の稼働状況等を調査すること。 周辺駐車場の稼働状況等を調査しました。

海外を含めた他の類似施設における交通混雑を

緩和するための取組事例を調査すること。

海外を含めた他の類似施設における交通混雑を

緩和するための取組事例を調査しました。
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意見の概要 事業者見解

交通渋滞（渋滞長）の状況を調査し、駐車場へ

の入出庫に起因する交通渋滞の影響も踏まえて渋

滞長及び通過所用時間を予測し、評価すること

交通渋滞（渋滞長）の状況を調査し、駐車場へ

の入出庫に起因する交通渋滞の影響も踏まえて交

通流シミュレーションを実施し、評価しました。

予測の前提となる交通計画を明確にし、想定さ

れる来場台数を見直したうえで予測すること。

予測の前提となる交通計画を明確にし、想定さ

れる来場台数を見直したうえで予測しました。

交差点需要率では予測又は評価が難しい箇所

（駐車場出入口付近、車線変更による交通混雑へ

の影響など）について、必要に応じ、交通流の動

的シミュレーションを用いて、予測又は評価を実

施すること

交差点需要率では予測又は評価が難しい箇所

（駐車場出入口付近、車線変更による交通混雑へ

の影響など）について、必要に応じ、交通流の動

的シミュレーションを用いて、予測又は評価を実

施しました。

供用後の歩行者の往来に起因する「歩行者の交

通安全の確保」を項目として追加し、試合終了後

の観客の動線と、その混雑度予測、安全性に係る

現況調査、予測及び評価を実施すること

供用後の歩行者の往来に起因する「歩行者の交

通安全の確保」を項目として追加し、試合終了後

の観客の動線と、その混雑度予測、安全性に係る

現況調査、予測及び評価を実施しました。

付帯意見

意見の概要 事業者見解

当該事業の重要な課題の一つである交通混雑の

緩和及び交通安全の確保にあたっては、道路管理

者をはじめ地権者や吹田市、大阪府等のステーク

ホルダーと連携調整し、交通課題の解決に取り組

むこと。

当該事業の重要な課題の一つである交通混雑の

緩和及び交通安全の確保にあたっては、道路管理

者をはじめ地権者や吹田市、大阪府等のステーク

ホルダーと連携調整し、交通課題の解決に取り組

んでいます。
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８．当該事業における環境取組内容

最新の「吹田市環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】」に記載されている環境の保全及び

良好な環境の創造のための標準的な取組事項を踏まえ、本事業の特性等を考慮して検討した、現時点

で予定している環境取組内容の概要及び内容は次に示すとおりです。

環境取組内容の概要

（１）地球環境・ヒートアイランド

① CASBEE Ｓランクのサッカースタジアムの実現

太陽光・雨水・風といった自然の力を活かし、人々の環境意識を高めるスタジアムを目指す。ま

た、試合等の開催日以外は、太陽光発電により、消費電力を自給する計画とする。そのため、高効

率・省エネルギー型機器の採用、断熱性能の向上、太陽光発電等の採用、雨水の利用などを行い

「大阪府建築物環境評価システム」（CASBEE）において、最高ランクであるＳランクの達成を

目指す。

② ヒートアイランド現象の抑制

緑化や散水等により、ヒートアイランド現象をできるだけ抑制する。そのため、樹木による緑化、

透水性舗装の採用、天然芝グラウンドの採用などの取組を行う計画である。

③ 施設供用時における影響の低減

観客輸送用のバスについては必要なバスや運行頻度を確保するとともに、環境配慮型車両（ＨＶ

や天然ガス）の導入を交通事業者と協議する。関係車両については、ＥＶ、ＨＶ車などの最新エコ

カーの利用を関係者に対して推奨するなど、施設供用時の温室効果ガス・ヒートアイランドなどへ

の影響を抑制するための取組を行う計画である。

④ 施工時における影響の低減

効率的な工事の実施や、使用する建設機械等の適切な管理等により、施工時の二酸化炭素排出量

を極力低減する。そのため、低燃費型建設機械の採用、低燃費型車両の使用、適切な施工管理の実

施などの取組を行う計画である。

（２）廃棄物等

① 施設供用時の廃棄物の減量・リサイクル

施設からの廃棄物を抑制するため、リサイクルボックスの設置などの取組を行う計画である。

② 工事中の廃棄物等の減量・リサイクル

工事中の廃棄物・残土を抑制するため、発生抑制・減量化・リサイクルの推進、無梱包搬入を推

進などの取組を行う計画である。

（３）大気・騒音・振動

① 施設からの騒音等の抑制

施設からの騒音等による影響を抑制するため、低騒音型機器の採用、屋根付きスタジアムの採用

などの取組を行う計画である。

② 工事中の排気ガス・騒音等の抑制

効率的な工事の実施や、使用する建設機械等の適切な管理等により、施工時の排気ガス、騒音・

振動による影響を極力低減する。そのため、低公害型建設機械の採用、低公害型車両の使用などの

取組を行う計画である。
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（４）水質汚濁・土壌汚染

① 施設からの排水対策

施設からの排水については、すべて公共下水道へ放流する計画である。

② 工事中の排水等の対策

工事の実施による影響を抑制するため、濁水流出防止対策、有害物質等の管理の徹底などの取組

を行う計画である。

（５）景観

周辺の景観と調和し、またよりよい景観を創出するため、周辺景観との調和、屋外広告物への配

慮などの取組を行う計画である。

（６）文化財

事業計画地は、周知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、建設工事中に、事業計画地において埋蔵文

化財が確認された場合には、文化財保護法に基づき手続きを行うとともに、吹田市教育委員会等と

協議を行い、文化財の保護に努める。

（７）交通

本計画では、「エコ・スタジアム」を目指し、来場車両による環境への影響を低減するため、観

客の自家用車等による来場を極力減らし、モノレールなどの公共交通機関の利用を促進する計画で

ある。そのため、大阪高速鉄道株式会社やバス会社などの公共交通機関と協議・連携し、観客の来

場・退場時間帯における運行本数の増加などの方策を検討していく。また、新たな観客用駐車場の

建設は行わない。

① 自動車来場台数の制限対策

周辺の交通状況を考慮し、自動車（自家用車等）の来場台数を現状以下とする計画である。その

ため、観客用の駐車場はすべて予約制とし、来場台数を制限する。予約駐車場は万博公園の駐車場

において確保する。

② 公共交通機関の利用促進対策

公共交通機関の利用を促進するため、快適に公共交通機関を利用出来るよう、モノレールの増便、

必要なバス台数の確保及び利便性の高いバス路線の設定、公共交通機関利用者への割引・特典の付

与等について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施する。

③ 快適・安全な通行の確保等

観客数が多い場合、特に退場時（帰宅時）において、スタジアム周辺での快適・安全な通行を確

保するため、交通整理員を配置することはもとより、スタジアムからの退場時間をコントロールし、

順次退場するなどの対策についても検討・実施する。
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環境取組内容（工事中その１）

取組項目 実施の有無 取組内容

■大気汚染や騒音などの公害を防止します。

建設機械

1 低公害型建設機械の使用 実施する
掘削に使用するバックホウや発電機など

に低騒音型を使用する。

2 低燃費型建設機械の使用
一部実施

する

低燃費型バックホウの使用を励行する

が、調達台数に限りがあるため、部分的

な使用となる。

3 アイドリングの禁止 実施する

低燃費運転講習会の開催、啓蒙看板の設

置により、アイドリングストップを励行

し排出ガスを低減する。

4 環境に配慮した運転 実施する
低燃費運転講習会を開催し、運転者への

教育を行う。

5 稼動台数の抑制 実施する

工事車両運行の平準化など工程調整を密

に行い、効率的な重機配置、車両運行管

理を行う。

6 工事の平準化 実施する

工事車両運行の平準化など工程調整を密

に行い、効率的な重機配置、車両運行管

理を行う。

7 機械類の整備点検 実施する
機械類は持ちこみ時の点検、月例点検、

日常点検を行い、適切に整備する。

工事関連車両

8 低公害車の使用 実施する

工事に関連する全協力会社に、燃費、排

ガス性能のよい車両を使用するよう、指

示、指導を行う。

9 大阪府条例に基づく流入車規制の遵守 実施する
全協力会社への指示、指導を確実に実施

し、流入車規制を遵守する。

10 工事関連車両の表示 実施する
車両運転席に工事用車両で有る旨、表示

を行う。

11
周辺状況に配慮した走行ルートや時間帯

の設定

一部実施

する

コンクリートの打設など、連続して車両

を運行する必要がある工事を除き、車両

集中時間、通学時間帯を避ける車両運行

計画を推進する。

12
建設資材の搬出入における車両台数の抑

制
実施する

搬入においては、積載重量、荷姿を確認

の上、車両台数が少なくなるよう計画す

る。

13 工事関連車両台数の抑制 実施する

全協力会社へ公共交通機関の利用の奨励

等を確実に実施し、車両台数を抑制す

る。

14 土砂の積み降ろし時の配慮 実施する

新規入場時にダンプトラック運転手への

教育、指導を実施し、騒音・振動・土砂

飛散を防止する。

15 タイヤ洗浄 実施する

工事車両ゲートに、タイヤ洗浄機（ハイ

ウォッシャー）を設置し、タイヤ洗いを

実施することで周辺への土砂粉塵飛散を

防止する。
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環境取組内容（工事中その２）

取組項目 実施の有無 取組内容

16 ドラム洗浄時の配慮 実施する

作業所内に、ＰＨ処理装置を設置し、洗

浄水の中性化を行い、水質汚濁に配慮す

る。

17 場外待機の禁止 実施する

全協力会社への指示、指導を確実に実施

する。搬入車両の時間調整を日々行い、

時間通りの車両運行により、待機車両を

なくす。

18 クラクションの使用抑制 実施する

クラクションの使用は必要最小限とする

よう、全協力会社への指示、指導を確実

に実施する。

19 アイドリングの禁止 実施する

低燃費運転講習会の開催、啓蒙看板の設

置により、アイドリングストップを奨励

し、排出ガスを低減する。

20 環境に配慮した運転 実施する
低燃費運転講習会を開催し、運転者への

教育を行う。

工事方法

＜騒音・振動等＞

21 防音シートなどの設置 実施する
建設地の周囲には、仮囲い鋼板（高さ

3.0ｍ）を設置し、遮音に配慮する。

22 丁寧な作業 実施する

作業員への、騒音、振動低減教育を、新

規入場時に実施し、資材の落下等を防止

する。

23 騒音や振動の少ない工法の採用 実施する
振動や打撃による杭施工法は採用しな

い。

24 近隣への作業時間帯の配慮 実施する

特定建設作業は、法、府条例を遵守し、

騒音や振動を伴う作業は、近隣に配慮し

た時間帯に行う。

＜粉じん・アスベスト＞

25 解体、掘削作業の配慮 実施する
場内車両走行ルートの適宜散水を行い、

粉塵の発生を抑制する。

26 飛散防止対策 実施する

土砂を長期間放置するなどで、砂埃が発

生する可能性がある場合には、シート養

生を行う。

27 アスベストの調査など 実施する

既存建築物の解体に際し、アスベスト調

査を行い、含有の場合は、所定の手続き

を行う。

28 アスベストの飛散防止措置 実施する
既存建物にアスベストの含有がある場合

は、解体時に飛散防止措置を行う。

＜水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下＞

29 濁水や土砂の流出防止 実施する

仮囲い足元には巾木を設置し、濁水、土

砂の場外への流出を防止する。敷地境界

が斜面地である場合には、手前に排水溝

を設置する。

30 塗料などの適正管理及び処分 実施する
揮発性塗料の容器保管、洗浄に対する作

業員への教育、指導を徹底する。
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環境取組内容（工事中その３）

取組項目 実施の有無 取組内容

31 土壌汚染物資の拡散防止措置 実施する
土地の形質変更届けに必要となる土壌調

査を行政との協議に基づき実施する。

32 地盤改良時の配慮 実施する

工法選定の際に、土壌、地下水を汚染し

ない工法であることを確認の上、決定す

る。

33
周辺地盤、家屋などに配慮した工法の採

用
実施する

周辺の地盤沈下が起こらない工事計画と

する。

＜悪臭・廃棄物＞

34 アスファルト溶解時の臭気対策 実施する
アスファルトの臭気対策として溶融温度

管理を実施する。

35 現地焼却の禁止 実施する 現地での廃棄物の焼却は行わない。

36 解体時の環境汚染対策 実施する

既存建築物の解体に際し、有害廃棄物の

状況を調査し、存在する場合は、適切な

処置を行う。

37 仮設トイレ設置時の臭気対策 実施する 日々の清掃を実施する。

■地域の安全安心に貢献します。

38 地域との連携における事故の防止 実施する 近隣協議の上、安全誘導を行う。

39 児童などへの交通安全の配慮 実施する

車両運行ルート、安全遵守事項を記載し

た、車両運行教育を新規入場時に実施

し、交通安全に配慮する。

40 夜間や休日の防犯対策 実施する
入口は、パネルゲートとし、夜間、休日

は施錠する。

41 児童などへの見守り、声かけ 該当なし 事業計画地周辺に通学路は位置しない。

42 地域の防犯活動への参加 実施する
仮囲いに、防犯灯の設置をするなど、防

犯活動に貢献する。

■環境に配慮した製品及び工法を採用します。

省エネルギー

43 エネルギー消費の抑制 実施する

エネルギー効率の良い機器を導入し、工

事中に使用する燃料、電気等の消費を抑

える。

省資源

44 残土発生の抑制 実施する

建物基礎レベルを調整するとともに、掘

削土については、場内での埋め戻し土と

して利用し、残土の発生を防止する。

45 廃棄物の減量 実施する 材料の無梱包搬入を推進する。

■快適な環境づくりに貢献します。

景観

46 仮囲い設置時の配慮 実施する
仮囲いは、白の安全鋼板とし、部分的に

緑を配置するなど、景観面に配慮する。

47 仮設トイレ設置時の配慮 実施する

工事関係者用の仮設トイレは仮囲いの中

に設置し、一般者から見えない位置とす

る。
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環境取組内容（工事中その４）

取組項目 実施の有無 取組内容

周辺の環境美化

48 周辺道路の清掃 実施する

新規入場時に、作業員への指導を実施

し、ポイ捨てを防止する。工事周辺は、

日常清掃を実施する。

49 場内整理 実施する 建設資材等は、日々整理整頓を行う。

ヒートアイランド現象の緩和

50 打ち水 該当なし
水道水以外の用水は確保できないため、

打ち水は行わない。

■地域との調和を図ります。

工事説明・苦情対応

51 工事内容の事前説明及び周知 実施する

近隣説明会中で、工事概要、作業工程な

どの説明を実施し、近隣住民の理解を得

る。

52 苦情対応 実施する

近隣説明会時に、連絡窓口を説明すると

ともに、仮囲いに連絡先を記載する。ま

た、苦情が発生した際には、真摯に対応

する。

周辺の教育・医療・福祉施設への配慮

53 工事内容の事前説明及び工事計画の配慮 該当なし
事業計画地周辺に該当施設は位置してい

ない。

54 騒音、振動などの配慮 該当なし
事業計画地周辺に該当施設は位置してい

ない。

周辺の事業者との調整

55 複合的な環境影響の抑制 実施する

本事業計画地から概ね 500ｍ以内の周

辺地域における周辺事業が 4 件確認さ

れたが、そのうち、「（仮称）吹田市清

水計画」、「吹田徳洲会病院整備計画」

については、工事期間が重複しないこ

と、「（仮称）吹田千里丘計画」につい

ては工事車両の通行ルートが重ならない

ことから、工事の複合的な環境影響はな

いと考えられる。事業本事業計画地の近

隣で計画されている「（仮称）エキスポ

ランド跡地複合施設開発事業」について

は、工事実施期間が重複する場合は、工

事内容等の調整に努めることとする。
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環境取組内容（施設・設備等その１）

取組項目 実施の有無 取組内容

■地球温暖化対策を行います。

56
大阪府建築物の環境配慮制度及び大阪府

建築物環境性能表示制度の活用
実施する

大阪府建築物の環境配慮制度に基づき届

出を実施する。その中で「CASBEE-新

築（簡易版）」による評価を行い、最高

ランクのＳを目指す。

57
高効率及び省エネルギー型機器などの採

用

一部実施

する

空調設備は、高効率機器を採用する。

照明は、LED 器具または、Hｆ蛍光灯

ランプ＋初期照度補正機能付を採用す

る。

58 再生可能エネルギーの活用 実施する

屋根部分にソーラーパネル 500kW を

設置する。

太陽熱を利用した温水器を採用する。

外灯に風力発電内蔵の照明を採用する。

59
エネルギー効率の高いシステム及び機器

導入の検討

一部実施

する

全熱交換器を採用し、空調負荷を低減す

る。

60 冷媒漏えい（使用時排出）の防止 実施する

空調機器の冷媒配管は最短ルートを計画

し、極力継ぎ手部分を少なくするよう配

慮する。

61 建築物のエネルギー負荷の抑制
一部実施

する

断熱性能向上のために、一部のガラスに

Low-e 複層ガラスを採用する。

グラウンド部分への自然通風を確保し、

芝の光合成による省 CO2 を促進する。

62 長寿命な建築物の施工 実施する

構造躯体は、水セメント比の小さな耐久

性の高いコンクリートを採用する。

屋根鉄骨は、溶融亜鉛メッキ仕上又は耐

候性塗装により耐久性を向上する。

63 環境に配慮した製品の採用
一部実施

する

型枠材には、プラスチック型枠を採用す

る。仕上材は、エコマーク製品や再生木

などをできるだけ採用する。

64
製造に要するエネルギーが少ない建設資

材の採用

一部実施

する

基礎構造用コンクリートに対して高炉セ

メントを採用する。

■自然環境を保全し、みどりを確保します。

65 動植物の生息や生育への配慮
一部実施

する

事業計画地の既存樹木の調査を行い、既

存樹種に即した植栽計画とし、動植物の

生育環境に配慮する。

66 地域のシンボルツリーの保全 該当なし

現地毎木調査の結果、建物配置範囲に特

に地域のシンボルツリーとして保全すべ

きと考えられる樹木はなかった。なお、

建物配置範囲の既存樹木についてはでき

るだけ移植を実施する。

67 既存の植生の保全
一部実施

する

既存表土を適切に保管し、植栽用として

利用する。

68 生物の生息空間の保全
一部実施

する

既存緑地とできるだけ連続する植栽計画

とし、生物の生息空間の保全に努める。

69 駐車場緑化 該当なし 屋外に駐車場は設置しない。
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環境取組内容（施設・設備等その２）

取組項目 実施の有無 取組内容

70 屋上緑化など
一部実施

する
低層部分に、壁面緑化を採用する。

71 法面緑化 実施する
法面には、吹付け播種や地被類により面
的な広がりのある緑化方法を採用する。

72 植栽樹種の選定 実施する

高木にケヤキ、アラカシ、エノキ、アキ

ニレなど、低木にミカン科の樹種などを

採用し、周辺の自然環境を復元するとい

う観点に加え、生物多様性にも配慮した

植栽計画とする。

■水循環を確保します。

73 水資源の有効利用 実施する
雨水を地下貯留槽に貯め、トイレの洗浄

水などの中水利用を実施する。

74 雨水流出を抑制する施設の設置 実施する
吹田市開発事業の手続きに関する条例に

基づき、雨水流出抑制を実施する。

75 雨水浸透への配慮
一部実施

する

オープンスペースには、透水性インター

ロッキングブロック舗装を採用する。

■地域の生活環境を保全します。

大気・騒音・振動等

76 騒音を発生させる設備設置時の配慮 実施する

空調室外機は低騒音・低振動型を採用

し、設置場所を慎重に検討し、騒音規制

法及び振動規制法を遵守する。

77 防音サッシの設置 該当なし
計画建物は、周辺の騒音に対する防音を

要しない。

78 駐車場の配置計画時の配慮 該当なし
事業計画地近傍に配慮すべき住居はな

い。

79 近隣への悪臭及び騒音の配慮
一部実施

する

廃棄物置場はスタジアムの１階に室とし

て設置し、悪臭を外に出さない。

試合開催時の歓声に対しては、屋根の設

置や、外壁をサッシ等でふさぐことで対

応する。

80
ボイラーなどの機器設置時の排出ガス対

策
該当なし 該当機器は設置しない。

81 屋外照明や広告照明設置時の配慮 該当なし
事業計画地近傍に配慮を必要とする近接

した住居はない。

82 建築資材による光の影響の考慮 実施する

反射ガラス等は採用しない。太陽光パネ

ルは反射光が問題にならない角度に設置

する。

83 環境に配慮した塗料の使用 実施する 塗料は水性塗料のみを採用する。

84 周辺の教育、福祉や医療施設への配慮 該当なし
事業計画地近傍に配慮を必要とする近接

した教育施設等はない。

中高層建築物（高さ 10 メートルを超える建築物）

85 日照障害対策 実施する
建築基準法に基づき日影図を作成するこ

とで規制規準を遵守する。

86 電波障害の事前把握及び近隣説明 実施する

机上調査、テレビ受信状況調査を実施

し、必要な場合は事前に対策を実施す

る。
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環境取組内容（施設・設備等その３）

取組項目 実施の有無 取組内容

87 電波障害発生時の改善対策 実施する
電波障害が生じた場合は適切な対応を実

施する。

88 プライバシーの配慮 該当なし
事業計画地近傍に配慮すべき住居はな

い。

■景観まちづくりに貢献します。

89 地域への調和 実施する

万博公園内のスポーツ・レクリエーショ

ンエリアの風致に即した緑化やランドス

ケープデザインによる景観形成を実施す

る。

90
景観まちづくり計画の目標と方針に基づ

いた計画及び設計
実施する

万博公園内のスポーツ・レクリエーショ

ンエリアの中心となる建築物として類系

別、地域別景観まちづくり計画の目標と

方針に基づく計画とする。

91
景観形成に関わるガイドラインや方針に

配慮した計画及び設計
該当なし

事業計画地は景観形成に関わるガイドラ

インや方針を有するエリアに位置しな

い。

92 景観形成地区指定の協議 実施する
景観形成地区の指定について今後協議す

る。

93 景観形成基準の遵守 実施する

景観形成基準を遵守し、景観まちづくり

を推進するために建築物及びその周辺整

備内容について関係各課と協議する。

94
屋外広告物の表示などに関する基準の遵

守
実施する

屋外広告物を掲出する場合は、基準に基

づき、関係各課と協議し、計画する。

■安心安全のまちづくりに貢献します。

95 歩行者が安全に通行できる空間整備 実施する

計画地内では歩車分離を実現し、試合開

催日には利用者だけでなく周辺交通の渋

滞緩和を可能な限り実現する動線計画と

する。

96
災害時、緊急時対応のための安心安全に

配慮した整備
実施する

防災拠点としての利用・施設整備につい

ては、吹田市と協議の上、可能な範囲で

対応する。

97
防犯対策のための安心安全に配慮した整

備
実施する

試合開催時及び通常時共に全館監視カメ

ラによる機械監視を採用する。

・監視装置をスタジアム防災センターと

クラブハウス事務所に設置する。
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環境取組内容（その他）

■その他

（１）地球環境・ヒートアイランド

太陽光・雨水・風といった自然の力を活かし、人々の環境意識を高めるスタジアムを目指

す。また、試合等の開催日以外は、太陽光発電により、消費電力を自給する計画とする。その
ため、以下のような取組を行う。

・ナイター用の照明についても、高効率化などの取組を検討する。

・太陽光パネルの設置については、今後詳細な施設計画を設計する上で、性能向上が見込
めれば、可能な限り、現計画以上の発電容量の設置を検討する。

・外気の抜けを多くとり、スタジアム内部への自然通風を行う。

・散水などに雨水を利用する。
緑化や散水等により、ヒートアイランド現象をできるだけ抑制する。そのため、以下のよう

な取組を行う計画である。

・広場については、高木を分散配置することにより木陰を創出するなど、蓄熱を避け、地
表面温度を下げる計画とする。

・グラウンドは天然芝とし、適宜散水を行う。

・仮設のドライ型ミスト装置の設置など、夏場の来場者に対して熱ストレスの緩和の取組
を検討する。

施設供用時の施設からの影響を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・近接事業との連携により実施した、スマートコミュニティの取組に関する実現可能性調
査（平成 24 年度スマートコミュニティ構想普及支援事業）の結果も参考にして、近接事

業と連携し、先進的なエネルギー利用計画について検討する。

（２）廃棄物等
施設からの廃棄物を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・施設からの廃棄物については、リサイクルボックスの設置等により、廃棄物の減量や分

別排出などの周知徹底を行い、再資源化に努める。
・飲食店・物販店舗についても、廃棄物発生量の抑制の呼びかけを行う。

・食品トレー等の分別の容易な統一規格品の導入や、リサイクル可能な食器やリユース食

器等の導入に取り組む。
工事中の廃棄物・残土を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）等の関係法令

に基づき、発生抑制・減量化・リサイクルについて適正な措置を講じる。
・再利用や再資源化に配慮した建設資材を選定する。

・環境に配慮した製品として、再生資源を利用したインターロッキングを使用する。ま

た、それ以外にもバイオマス等再生資源の採用を検討する。
（３）悪臭

施設からの悪臭及び工事中の悪臭を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・工事中及び施設の供用においては「悪臭防止法」に定める悪臭物質を使用しない。

（４）大気・騒音・振動

施設からの大気・騒音等による影響を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。
・施設関連車両の空ぶかしの防止、アイドリングストップの励行等の適正な運転につい

て、周知する。

・空調設備等について、定期的に点検・整備を行う。
・スタジアムは一部屋根付きとする。さらに試合開催時にはスタジアム外壁の窓を閉鎖す

るなどの対策を講じる。

・建物構造に配慮し、外部への振動の影響が小さくなるような計画とする。
・指向性の高いスピーカーを使用して、設置場所や向きについて配慮する。

・応援に使用できる楽器の制限、使用時間の制限などの観戦ルールについては、ホームペ

ージでの事前告知と試合当日の場内放送及び電光掲示板を用い、観客への周知・徹底に
努める。

（５）水質汚濁・土壌汚染

施設からの排水については、すべて公共下水道へ放流する計画である。

（６）動物、植物、生態系

土地利用計画の変更等による影響を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・工事の影響が周辺緑地に及ばないようにし、現在の環境を維持する。

・昆虫類が利用する吸蜜植物及び食樹、食草による緑化に努める。
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環境取組内容（その他）

（７）緑化

土地利用計画の変更等による影響を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・緑化にあたっては、周辺の万博公園の緑地と連続した緑地を創出できるよう努めると

ともに、広場には高木を分散配置するなど避難計画等も踏まえて、可能な限り植栽す

る。

・周辺の生物に配慮した樹種の選定に努める。

・高木はケヤキ、アラカシ、エノキ、アキニレ、低木はミカン科などを選定することに

より、生物多様性に配慮するとともに、将来的に周辺の緑地と調和し、広範囲の樹林

地として一体化するように努める

（８）人と自然とのふれあいの場
土地利用計画の変更等による影響を抑制するため、以下のような取組を行う計画である。

・緑化にあたっては、周辺の万博公園の緑地と連続した緑地を創出できるよう、また、

将来的に周辺と調和し、広範囲の樹林地として一体化するように配慮することによ

り、地域住民の身近な自然空間となるよう努める。

・工事区域の周辺には、必要に応じてフェンス等の設置を行い、周辺住民の安全を図

る。

（９）景観
周辺の景観と調和し、またよりよい景観を創出するため、以下のような取組を行う計画であ

る。

・樹木を可能な範囲で分散配置させ、かつ高木の本数を増やし、バスロータリー周りの樹
木とスタジアムの樹木が連続し、スタジアムと緑地が一体的に感じられるように配慮す

る。

（10）文化財
事業計画地は、周知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、建設工事中に、事業計画地において埋

蔵文化財が確認された場合には、文化財保護法に基づき手続きを行い、吹田市教育委員会等と

協議を行い、文化財の保護に努める。

（11）交通
本計画では、「エコ・スタジアム」を目指し、来場車両による環境への影響を低減するた

め、観客の自家用車等による来場を極力減らし、モノレールなどの公共交通機関の利用を促進

する計画である。そのため、大阪高速鉄道株式会社やバス会社などの公共交通機関と協議・連
携し、観客の来場・退場時間帯における運行本数の増加などの方策を検討していく。また、新

たな観客用駐車場の建設は行わない。

① 自動車来場台数の制限対策
周辺の交通状況を考慮し、自動車（自家用車等）の来場台数を現状以下とする計画であ

る。そのため、観客用の駐車場はすべて予約制とし、来場台数を制限する。予約駐車場は万

博公園の駐車場において確保する。

② 公共交通機関の利用促進対策

公共交通機関の利用を促進するため、快適に公共交通機関を利用出来るよう、モノレール

の増便、必要なバス台数の確保及び利便性の高いバス路線の設定、公共交通機関利用者への
割引・特典の付与等について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施していく。

③ 快適・安全な通行の確保等

観客数が多い場合、特に退場時（帰宅時）において、スタジアム周辺での快適・安全な通

行を確保するため、交通整理員を配置することはもとより、スタジアムからの退場時間をコ

ントロールし、順次退場するなどの対策についても検討・実施する。

歩行者を安全かつ快適に誘導するために観客数以外に、天候や勝敗などの影響も考慮した

対応区分の基準を明確に定め、区分ごとの対応を定量的かつ具体的に示した歩行者誘導マニ

ュアルを作成し、また、継続的に改善していく。

④ その他

交通計画については、今後も更なる交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目指し、道路管

理者、交通事業者、地権者、吹田市、大阪府、計画地近傍の大規模複合施設開発事業者など

の関係機関と十分協議を行い、公共交通の輸送力増加、道路整備などの課題解決を目指して

いく。

⑤ 工事中の対策

複数ルートを設定し、工事用車両の分散化を図る。
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９．環境要素、調査の時期及びその方法並びに予測の方法及びその時点

（１）環境要素

吹田市環境影響評価技術指針に示された環境要素のうち、本事業の実施に伴う一連の諸行為等から

抽出した環境影響要因により影響を受けると考えられ、予測・評価を行う必要があると考えられる環

境要素を抽出した結果は、表に示すとおりです。

環境影響評価項目選定表

工事 存在 供用環境影響要因

目標 分野 環境要素

建
設
機
械
の
稼
動

工
事
用
車
両
の
走
行

工
事
の
影
響

緑
の
回
復
育
成

建
築
物
等
の
存
在

施
設
の
供
用

冷
暖
房
施
設
等
の
稼
動

駐
車
場
の
利
用

施
設
関
連
車
両
の
走
行

歩
行
者
の
往
来

エネルギーを適正
に利用できる低炭
素社会への転換

地球
温暖化

温室効果ガス、エネルギー ○ ○ ○

一般廃棄物 ○ ○

産業廃棄物 ○ ○

建設発生土 ○

資源を有効に利用
する社会づくり

廃棄 物
等

フロン類 ○

大気汚染 ○ ○ ○ ○

悪臭 ○ ○
大気・
熱

ヒートアイランド現象 ○ ○ ○ ○

公共用水域 ×
水質汚濁

地下水 ×水

底質汚染

土壌汚染 ○

土砂流出、崩壊 ×
地形、地質

斜面安定 ×

地下水位

土

地盤
地盤沈下、変状

騒音 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

振動 ○ ○ ○ ○

健康で安全な生活
環境の保全

騒音・
振動等

低周波音 ○ ○

動植物、生態系 ○ ○ ○ ○

緑化（緑の質、緑の量） ○
人と自然とが共生
する良好な環境の
確保

人と
自然

人と自然とのふれあいの場 ○ ○

景観 ○ ○

日照阻害 ○

テレビ受信障害 ○

構造物
の影響

風害 ○

文化
遺産

文化遺産
（有形・無形・複合）

○

安全 火災、爆発、化学物質の漏洩等 ○

コミュニティ ○

快適な都市環境の
創造

地域
社会 交通混雑、交通安全 ○ ○ ◎ ○

注：「○」は影響があると考えられる項目、「◎」は影響があると考えられる項目のうち、複合影響を
考慮した項目、「×」は「運動・レジャー施設の建設」において、標準的な項目として例示されて
いる項目の内、本事業では影響はないと考えられる項目。
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（２）調査、予測の方法

選定した環境要素についての、調査の方法及び予測の方法は表に、現地調査の地点及び範囲は図

に示すとおりです。

現況調査及び予測の手法

区分 環境要素
既存
資料

現地
調査

調査予測の手法

廃棄物等 ○ －
工事の実施に伴い発生する廃棄物等の種類ごとの排出量を把握し、廃棄物等が環
境に及ぼす影響の程度を予測します。

大気汚染 ○ ○
大気質、気象の状況及び交通量について把握します。工事用車両の走行、建設機械
の稼働等が大気質に及ぼす影響について、数値計算により予測します。

悪臭 ○ －
悪臭の状況を把握します。建築工事等の実施により発生する悪臭の影響の程度を
類似事例及び事業計画等から定性的に予測します。

土壌汚染 ○ －
地歴等の状況を把握します。掘削工事の実施が土壌汚染に及ぼす影響について、
事業計画等を基に定性的に予測します。

騒音・振動 ○ ○
一般環境及び沿道における騒音・振動について把握します。工事用車両の走行、
建設機械の稼働等により発生する騒音・振動について、数値計算により予測しま
す。

動植物、生態系 ○ ○
動植物種の生息・生育状況等を把握するとともに地域の環境の特性、地域を特徴
づける注目種等を把握します。土地利用計画等の変更による動植物種や地域を代
表する生態系に及ぼす影響について、事例の引用又は解析により予測します。

人と自然とのふれ
あいの活動の場

○ ○
人と自然とのふれあいの場の分布状況、利用状況を把握します。土地利用計画等
の変更による人と自然とのふれあいの場の変化の程度について、定性的に予測し
ます。

文化遺産 ○ －
文化財、埋蔵文化財包蔵地等の状況を把握します。掘削工事の実施が文化財に及
ぼす影響について、事業計画等を基に定性的に予測します。

コミュニティ ○ ○
コミュニティ施設の状況について把握します。工事の実施によるコミュニティ施
設の状況への影響について、事業計画等を基に定性的に予測します。

交通混雑 ○ ○
交通量、信号現示等を把握します。工事用車両の走行による影響を数値計算によ
り予測します。

工

事

交通安全 ○ ○
交通安全施設等の状況を把握します。工事用車両の走行による影響を事業計画等
を基に予測します。

温室効果ガス、
エネルギー

○ －
施設供用に伴い発生する温室効果ガス等の排出量及び削減量を把握し、温室効果
ガス等が環境に与える負荷の程度を予測します。

廃棄物等 ○ －
施設供用に伴い発生する廃棄物の種類ごとの排出量を把握し、廃棄物が環境に及
ぼす影響の程度を予測します。

大気汚染 ○ ○
大気質、気象の状況及び交通量を把握します。駐車場利用車両、施設関連車両の
排出ガスが大気質の及ぼす影響について、数値計算により予測します。

悪臭 ○ －
悪臭の状況を把握します。施設の供用により発生する悪臭の影響の程度を類似事
例及び事業計画等から定性的に予測します。

ヒートアイランド
現象

○ －
土地被覆の状況（緑被、建物の状況など）を把握します。土地利用状況の変化、
施設供用及び施設関連車両の走行による影響を予測します。

騒音・振動 ○ ○
一般環境及び沿道における騒音・振動の状況を把握します。施設の供用、冷暖房
施設等の稼働、駐車場利用車両及び施設関連車両の走行により発生する騒音・振
動について、数値計算により予測します。

低周波音 ○ ○
低周波音の状況を把握します。施設の供用、冷暖房施設等の稼働により発生する
低周波音について、数値計算により予測します。

動植物、生態系 ○ ○
動植物種の生息・生育状況等を把握するとともに地域の環境の特性、地域を特徴
づける注目種等を把握します。土地利用計画等の変更による動植物種や地域を代
表する生態系に及ぼす影響について、事例の引用又は解析により予測します。

緑化 ○ ○
生育木の状況や緑被の状況を把握します。土地利用計画等の変更による緑の質・
量への影響を定性的に予測します。

存

在

及

び

供

用

人と自然とのふれ
あいの活動の場

○ ○
主要な人と自然とのふれあいの場の分布状況、利用状況を把握します。土地利用
計画等の変更による人と自然とのふれあいの場の変化の程度を定性的に予測しま
す。
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現況調査及び予測の手法

区分 環境要素
既存
資料

現地
調査

調査予測の手法

景観 ○ ○
景観資源、重要な視点の分布及び状況を把握します。建築物等の存在による都市
景観への影響について景観モンタージュの作成により定性的に予測します。

日照阻害 ○ ○
建築物等の分布状況を把握します。建築物等の存在により発生する日影の影響を
幾何学的計算式により予測します。

テレビ受信障害 ○ ○
テレビジョン電波受信状況及び建築物等の分布状況を把握します。建築物等の存
在がテレビジョン電波受信状況に及ぼす影響を実様式により予測します。

風害 ○ ○
風環境の状況、地形の状況を把握します。建築物等の存在に伴う風速の変化の程
度を風速増加域算定式による風速増加域図の作成により予測します。

安全 ○ －
過去の災害等の状況を把握します。施設の供用による影響を定性的に予測しま
す。

交通混雑 ○ ○
交通量、信号現示等を把握します。施設関連車両の走行による影響を数値計算に
より予測します。

存

在

及

び

供

用

交通安全 ○ ○
交通安全施設等の状況を把握します。施設関連車両の走行による影響を事業計画
等を基に予測します。

（３）評価の方法

現況調査及び予測の結果を踏まえ、選定した環境要素ごとに、環境影響が可能な限り回避され、

若しくは低減されているものであるか、良好な環境の創造のための取組が可能な限り実施されてい

るかについて検討し、評価します。

現地調査地点・範囲図

この地図は、国土地理院発行の「2 万5千分の1 地形図 吹田」（平成20年）を使用したものである。
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10．環境影響評価の結果

（１）温室効果ガス・エネルギー

［供用後］

① 施設の供用

施設の供用により発生する温室効果ガスについては、環境取組内容を実施しない基準ケースでの

二酸化炭素排出量が 920.3t-CO２/年、環境取組内容による削減量が 225.6t-CO２/年となり、対

策を実施することにより、約 25％が削減されると予測されます。

また、空調設備は、高効率機器を採用する、全熱交換器を採用し、空調負荷を低減するなどの取

組を実施し、施設からの二酸化炭素の排出量をできる限り軽減する計画としています。

② 施設関連車両の走行

試合開催時（40,500 人来場時）の施設関連車両の走行により発生する温室効果ガスについて

は、来場車両台数の削減対策を実施しない場合の二酸化炭素排出量は 89.1t-CO２、削減対策を実

施した場合は 37.7t-CO２となり、対策を実施することにより、約 58％削減されると予測されま

す。

また、公共交通機関の利用を促進するため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定な

どの取組について、交通事業者などと協議・検討を行い、施設関連車両の走行による二酸化炭素の

排出量をできる限り軽減する計画としています。

（２）廃棄物等

［工事中］

工事による発生土は、盛土部分に利用するため、場外への搬出土は発生しません。また建築工事

による廃棄物発生量は 1,998t、リサイクル量は 1,667t、リサイクル率は 83.4％と予測され、

工期は約 26 か月であることから、1 年間の平均発生量は約 922t となります。

また、資材の搬入に当たっては、無梱包搬入を推進するとともに、再利用や再資源化に配慮した

建設資材を選定するなど工事中の廃棄物による周辺への影響をできる限り低減する計画としていま

す。

［供用後］

施設の供用により発生する廃棄物量は、試合開催時で 358.7t/年、グラウンド管理で 33.4t/年、

クラブハウス他で 200.2t/年と予測され、全体から排出される廃棄物量は、592.3t/年と予測さ

れます。これは平成 22 年度の吹田市の一般廃棄物の年間排出量の約 0.5％にあたります。なお、

観客等、歩行者の往来により発生する廃棄物については、スタジアム内にごみ箱を設置し、廃棄物

の回収に努めるとともにスタジアム周辺にごみを捨てないよう呼びかけを行います。

また、施設からの廃棄物については、リサイクルボックスの設置等により、廃棄物の減量や分別

排出などの周知徹底を行い、再資源化に努めるなど、施設供用後の廃棄物による周辺への影響をで

きる限り低減する計画としています。

（３）大気汚染

［工事中］

① 建設機械等の稼働

建設機械等の稼働により発生する排出ガスによる大気汚染への影響の予測結果は、表に示すとお

りで、工事中の二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度はいずれも環境基準値を下回ると予測されます。

また、工事区域の周囲に仮囲いを設置する、適宜散水を行うなど、建設機械等からの排出ガスに

よる周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。
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建設機械等の稼働により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（二酸化窒素：年平均値）

窒素酸化物（ＮＯｘ）年平均値 二酸化窒素（ＮＯ２）

予測時期

周辺住居地域等に
おける建設機械等
による寄与濃度の

最大着地濃度
(ppm)

①

将来バック
グランド
濃 度
(ppm)

②

環境濃度
(ppm)

(=①+②)

年平均値
(ppm)

日平均値の
年間 98％値

(ppm)
吹田市の
目標値

環境基準値

工 事
最盛期

0.0033 0.026 0.0293 0.0210 0.043

1 時間値の
1 日平均値が
0.04ppm 以下
であること

1 時間値の 1 日
平均値が 0.04～
0.06ppm のゾー
ン内またはそれ以
下であること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地点の平均値とした。

建設機械等の稼働により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（浮遊粒子状物質：年平均値）

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）年平均値

予測時期

周辺住居地域等に
おける建設機械等
による寄与濃度の

最大着地濃度
(mg/ｍ3)

①

将来バック
グランド
濃 度

(mg/ｍ3)

②

環境濃度
(mg/ｍ3)

(=①+②)

日平均値の
2％除外値
(mg/ｍ3)

環境基準値
・

吹田市の目標値

工 事
最盛期

0.0002 0.018 0.0182 0.049

1 時間値の 1 日
平均値が 0.10
mg/ｍ3 以下で
あること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校

地点の平均値とした。

② 工事用車両の走行

工事用車両の走行により発生する排出ガスによる大気汚染への影響の予測結果は、表に示すとお

りで、工事用車両の主要走行ルート沿道での二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度はいずれも環境基

準値を下回ると予測されます。

また、資機材搬入車両の台数をできる限り削減するとともに、運転者に対して、空ぶかし防止、

アイドリングストップの励行等の適切な運行を指導・徹底するなど、工事用車両からの排出ガスに

よる周辺環境への影響をできる限り低減する計画としています。

工事用車両の走行により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（二酸化窒素：年平均値）

窒素酸化物（ＮＯｘ）年平均値
二酸化窒素
（ＮＯ２）

バックグラウンド濃度工事用車両
による

寄与濃度
(ppm)

一般車両
による

寄与濃度
(ppm)

一般環境
濃度

(ppm)

計
(ppm)

環境濃度
(ppm)

年平均値
(ppm)

日平均値
の年間
98％値
(ppm)

予
測
時
期

① ② ③ ④
(=②+③)

(=①+④)

吹田市の
目標値

環境
基準値

工
事
最
盛
期

0.00035
～

0.00046

0.00324
～

0.00558
0.026

0.02924
～

0.03158

0.02969
～

0.03196

0.0200
～

0.0209

0.0385
～

0.0397

1 時間値の
1 日平均値
が 0.04ppm
以下である
こと

1 時間値の日平均
値が 0.04～
0.06ppm のゾー
ン内またはそれ以
下であること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地点の平均値とした。
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工事用車両の走行により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（浮遊粒子状物質：年平均値）

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）年平均値

バックグラウンド濃度工事用車両
による

寄与濃度
(mg/m3)

一般車両
による

寄与濃度
(mg/m3)

一般環境濃度
(mg/m3)

計
(mg/m3)

環境濃度
(mg/m3)

日平均値の
2%除外値
(mg/m3)

予
測
時
期

① ② ③ ④
(=②+③)

(=①+④)

環境基準値
・

吹田市の
目標値

工
事
最
盛
期

0.000041
～

0.000054

0.000356
～

0.000624
0.018

0.018356
～

0.018624

0.018410
～

0.018668

0.0492
～

0.0495

1 時間値の日平均
値が 0.10 mg/ｍ３

以下であること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地点の平均値とした。

［供用後］

① 施設の供用

施設の供用により発生する排出ガスによる大気汚染への影響の予測結果は、表に示すとおりで、

周辺住居地域等における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境濃度はいずれも環境基準値を下回る

と予測されます。

また、観客用の駐車場はすべて予約制とし、来場台数を制限する、公共交通機関の利用促進のた

めの対策を実施するなど、事業計画地内走行車両からの排出ガスによる周辺環境への影響をできる

限り低減する計画としています。

施設の供用により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（二酸化窒素）

窒素酸化物（ＮＯｘ）年平均値 二酸化窒素（ＮＯ２）

予測時期

周辺住居地域等
における施設等
による寄与濃度
の最大着地濃度

(ppm)
①

将来バック
グランド
濃 度
(ppm)

②

環境濃度
(ppm)

(=①+②)

年平均値
(ppm)

日平均値の
年間 98％値

(ppm)
吹田市の
目標値

環境基準値

施 設

供用時
0.00004 0.026 0.02604 0.0191 0.039

1 時間値の
1 日平均値が
0.04ppm 以下
であること

1 時間値の 1 日平
均値が 0.04～
0.06ppm のゾー
ン内またはそれ以
下であること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地点の平均値とした。

施設の供用により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（浮遊粒子状物質）

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）年平均値

予測時期

周辺住居地域等
における施設等
による寄与濃度
の最大着地濃度

(mg/ｍ3)
①

将来バック
グランド
濃 度

(mg/ｍ3)

②

環境濃度
(mg/ｍ3)

(=①+②)

日平均値の
2％除外値
(mg/ｍ3)

環境基準値
・

吹田市の目標値

施 設
供用時

0.000005 0.018 0.018005 0.049

1 時間値の 1 日
平均値が 0.10
mg/ｍ3 以下で
あること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地

点の平均値とした。
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② 施設関連車両の走行

施設関連車両の走行により発生する排出ガスによる大気汚染への影響の予測結果は、表に示すと

おりで、施設関連車両の主要走行ルート沿道における二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度はいずれ

も環境基準値を下回ると予測されます。

また、観客用の駐車場はすべて予約制とし、来場台数を制限する、公共交通機関の利用を促進す

るため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定などの取組について、交通事業者などと

協議・検討を行い、実施するなど、施設関連車両からの排出ガスによる周辺環境への影響をできる

限り低減する計画としています。

施設関連車両の走行により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（二酸化窒素）

窒素酸化物（ＮＯｘ）年平均値
二酸化窒素
（ＮＯ２）

施設関連
車両による
寄与濃度
(ppm)

一般車両
による

寄与濃度
(ppm)

将来
バックグ
ラウンド

濃度
(ppm)

環境濃度
(ppm)

年平均値
(ppm)

日平均値
の年間
98％値
(ppm)

予
測
時
期

① ② ③ (=①+②+③)

吹田市の
目標値

環境
基準値

施
設
供
用
時

0.00000
～

0.00013

0.00324
～

0.00558
0.026

0.02937
～

0.03158

0.0198
～

0.0207

0.0382
～

0.0394

1 時間値の
1 日平均値
が 0.04ppm
以下である
こと

1 時間値の日平均
値が 0.04～
0.06ppm のゾー
ン内またはそれ以
下であること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地点の平均値とした。

施設関連車両の走行により発生する排出ガスの予測結果と

環境基準値との比較（浮遊粒子状物質）

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）年平均値

施設関連
車両による
寄与濃度
(mg/m3)

一般車両
による

寄与濃度
(mg/m3)

将来
バックグラ
ウンド濃度
(mg/m3)

環境濃度
(mg/m3)

日平均値の
2%除外値
(mg/m3)

予
測
時
期

① ② ③ (=①+②+③)

環境基準値
・

吹田市の
目標値

施
設
供
用
時

0.000000
～

0.000016

0.000356
～

0.000624
0.018

0.018371
～

0.018624

0.0492
～

0.0495

1 時間値の
日平均値が
0.10 mg/ｍ３以下
であること

注）バックグランド濃度は吹田市北工場建替事業の調査地点である千里丘中学校地点の平均値と

した。

（４）悪臭

［工事中］

建築工事においては、「悪臭防止法」に定める悪臭物質を使用しない、アスファルトの溶融温度

管理を実施する、現地での廃棄物などの焼却は行わないなどの取組を実施することから、工事の実

施により発生する悪臭はほとんどないと予測されます。

［供用後］

施設の供用においては、「悪臭防止法」に定める悪臭物質を使用しない、廃棄物置き場はスタジ

アム 1 階部分に設置するなどの取組を確実に実施することから、施設の供用により発生する悪臭

はほとんどないと予測されます。
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（５）ヒートアイランド

［供用後］

① 施設の供用

土地利用の変化による平均地表温度の変化については、昼間については 0.5℃上昇するが、夜間

については約 0.7℃低下すると予測されます。人工排熱の変化については、本スタジアムは自然換

気を採用する計画であることから人工排熱の削減が図られています。

また、グラウンドは天然芝とし、適宜散水を行うなどにより土地利用の変化による影響をできる

限り低減するとともに、高効率の空調機器や LED 照明器具を採用するなど、施設からの人工排熱

による影響についても、できる限り低減する計画としています。

② 施設関連車両の走行

施設関連車両の走行により発生する排熱については、自家用車による来場の削減対策を実施する

ことで、対策を行わない場合に比べて約 49％削減されると予測されます。

また、公共交通機関の利用を促進するため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定な

どの取組について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施するなど、施設関連車両の走行によ

る排熱量をできる限り軽減する計画としています。

（６）土壌汚染

［工事中］

事業計画地については、有害物質を取扱う事業場等の土地利用は確認されなかったこと、現在の

万博公園南駐車場付近には、海軍山田地下弾薬庫及び航空揮発油を保管していた倉庫があったとさ

れていますが、これらの施設による汚染のおそれはないと考えられること、管理有害物質の使用等

についても、農薬が使用されていましたが、適正に使用されており、汚染のおそれはないと考えら

れることから、工事の実施が事業計画地及び周辺の土壌汚染に影響を及ぼすことはないと予測され

ます。

また、工法選定の際に、土壌、地下水を汚染しない工法であることを確認の上、決定するなど工

事の実施による周辺環境への影響をできる限り低減する計画としています。

（７）騒音

［工事中］

① 建設機械等の稼働

建設機械等の稼働により発生する騒音の事業計画地敷地境界での到達騒音レベルは、最大で 73

デシベルと予測され、特定建設作業にかかる騒音の規制基準値（85 デシベル）を下回っています。

また、使用する建設機械については、可能な限り低騒音・低振動型の機種を採用する、持込時の

点検、月例点検、日常点検を行い適切に整備するなど、建設機械等からの騒音による周辺環境への

影響をできる限り軽減する計画としています。

② 工事用車両の走行

工事用車両の走行により発生する騒音の事業計画地周辺への影響の予測結果は、表に示すとおり

で、いずれの地点においても環境基準値を下回ると予測されます。

また、資機材搬入車両の台数をできる限り削減するとともに、運転者に対して、空ぶかし防止、

アイドリングストップの励行等の適切な運行を指導・徹底するなど、工事用車両からの騒音による

周辺環境への影響をできる限り低減する計画としています。
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工事用車両の走行による道路交通騒音予測結果と環境基準値との比較

単位：デシベル

等価騒音レベル（ＬAeq）

時間区分 一般車両＋

工事用車両
一般車両

工事用車両

による増分

環境基準値
・

吹田市の
目標値

昼間 66.8～69.0 66.7～68.8 0.1～0.2 70

［供用後］

① 施設の供用

歓声及び空調設備等の稼働により発生する騒音による事業計画地周辺への影響の予測結果は、表

に示すとおりです。本スタジアムについては、試合中の歓声等による騒音の影響を抑制するため、

一部屋根付きとするとともに、試合開催時にはスタジアム外壁の窓を閉鎖するなどの対策を行う計

画です。その結果、施設からの到達騒音レベル（試合開催日の昼間・夜間の各時間帯の平均値）は

環境基準値と比較して十分低いため、環境騒音の上昇はほとんどないと予測されます。

また、試合時間である 140 分間における到達騒音レベルについても、等価騒音レベル（ＬAeq）、

90％レンジ上限値（ＬA5）とも、周辺地域での昼間の現況騒音レベル（ＬAeq）を下回ると予測され

ます。

なお、できる限り低騒音型の空調設備等を採用するとともに、配置に配慮するなど、空調設備等

からの騒音による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。

歓声及び空調設備等の稼働により発生する騒音（昼間・夜間平均値）の予測結果と環境基準値等との比較

単位：デシベル

到達騒音レベル

（ＬAeq）

総合騒音レベル

（ＬAeq）平休
時間

区分
GL+1.5m PL+42m

現況騒音レベル

（ＬAeq）
GL+1.5m PL+42m

環境基準値
・

吹田市の
目標値

昼間 32～37 33～37 52～54 52～54 52～54 55
平日

夜間 26～31 27～31 44～49 44～49 44～49 45

昼間 32～37 33～37 50～55 50～55 50～55 55
休日1

夜間 26～31 27～31 45～51 45～51 45～51 45

昼間 32～37 33～37 52～57 52～57 52～57 55
休日2

夜間 26～31 27～31 48～57 48～57 48～57 45

注）1.休日１：万博記念公園でイベント等のない平常時、休日２：万博記念公園でイベント等が実施された混雑時

2.GL：地上高さ、PL：スタジアムグランド（ピッチ）高さ

歓声及び空調設備等の稼働により発生する140 分間（試合時間中）の騒音の予測結果

単位：デシベル

到達騒音レベル

（ＬAeq）

到達騒音レベル

（ＬA5）

GL+1.5m PL+42m GL+1.5m PL+42m

35～38 36～39 39～40 39～42
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② 施設関連車両の走行

施設関連車両の走行により発生する騒音の事業計画地周辺への影響の予測結果は、表に示すとお

りで、最大で 1.1 デシベル上昇すると予測されましたが、施設関連車両の走行により騒音レベル

が上昇すると予測された地点については、休日 2 夜間の 1 地点を除き、いずれの地点も環境基準

を下回っています。環境基準を上回っている地点については、一般車両のみで環境基準を上回って

おり、施設関連車両の走行による上昇は 1 デシベル未満と予測されます。

また、公共交通機関の利用を促進するため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定な

どの取組について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施するなど、施設関連車両からの騒音

による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。

施設関連車両の走行による道路交通騒音予測結果と環境基準値との比較

単位：デシベル

等価騒音レベル（ＬAeq）

平休
時間

区分 一般車両＋

施設関連車両
一般車両

施設関連車両

による増分

環境基準

・

吹田市の目標値

昼間 66.9～69.2 66.7～68.8 0.0～0.5 70
平日

夜間 60.9～65.1 60.4～64.0 0.1～1.1 65

昼間 65.6～68.1 65.4～68.0 0.0～0.8 70
休日1

夜間 60.3～64.3 60.3～63.2 0.0～1.1 65

昼間 66.8～71.9 66.6～71.9 0.0～0.5 70
休日2

夜間 61.0～68.1 61.0～68.1 0.0～0.9 65

注）休日１：万博記念公園でイベント等のない平常時、休日２：万博記念公園でイベント等が実施さ

れた混雑時

③ 歩行者の往来

歩行者の往来により発生する騒音による事業計画地周辺への影響については、試合終了後などに、

スタジアム周辺において騒音を発しないよう呼びかけるとともに、多数の歩行者が住宅地内を通行

することが無いよう、適切な誘導を行うことから、影響はほとんどないと予測されます。

（８）振動

［工事中］

① 建設機械等の稼働

建設機械等の稼働により発生する振動の事業計画地敷地境界での到達振動レベルは、最大で 68

デシベルと予測され、特定建設作業にかかる振動の規制基準値（75 デシベル）を下回っています。

また、使用する建設機械については、可能な限り低騒音・低振動型の機種を採用する、持込時の

点検、月例点検、日常点検を行い適切に整備するなど、建設機械等からの振動による周辺環境への

影響をできる限り軽減する計画としています。

② 工事用車両の走行

工事用車両の走行により発生する振動の事業計画地周辺への影響の予測結果は、表に示すとおり

で、工事用車両の走行による道路交通振動の上昇は、最大で 0.5 デシベルと予測されます。また、

いずれも要請限度を下回っており、人の振動感覚閾値といわれる 55 デシベルも十分下回ると予測

されます。

また、資機材搬入車両の台数をできる限り削減するなど、工事用車両からの振動による周辺環境

への影響をできる限り低減する計画としています。
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工事用車両の走行による道路交通振動予測結果と要請限度との比較

単位：デシベル

振動レベルの 80％レンジ上端値（Ｌ10）
時間

区分 一般車両＋

工事用車両
一般車両

工事用車両

による増分

吹田市の目標
要請

限度

昼間 47.0～50.2 46.7～50.0 0.2～0.5

大部分の地域住

民が日常生活に

おいて支障がな

い程度

65

［供用後］

① 施設の供用

観客の応援時に発生する振動による事業計画地周辺への影響の予測結果は、表に示すとおりで、

人の振動感覚閾値といわれる 55 デシベルを十分下回ると予測されます。

また、建物構造に配慮し、外部への振動の影響が小さくなるような計画とし、観客の応援時に発

生する振動による周辺への影響をできる限り軽減する計画としています。

施設の供用により発生する振動の予測結果と目標値等との比較

単位：デシベル

平休
時間

区分

到達振動

レベル

現況振動

レベル

総合振動

レベル

吹田市の

目標値

人の振動

感覚閾値

昼間 18～25 34～37 34～37
平日

夜間 18～25 27～36 28～36

昼間 18～25 30～33 30～34
休日1

夜間 18～25 26～33 28～34

昼間 18～25 32～35 32～35
休日2

夜間 18～25 27～35 28～35

大部分の

地域住民

が日常生

活におい

て支障が

ない程度

55

注）休日１：万博記念公園でイベント等のない平常時、休日２：万博記念公園でイベント

等が実施された混雑時

② 施設関連車両の走行

施設関連車両の走行により発生する振動の事業計画地周辺への影響の予測結果は、表に示すとお

りで、施設関連車両の走行による道路交通振動の上昇は、最大で 1.5 デシベルと予測されます。

いずれも要請限度を下回っており、人の振動感覚閾値といわれる 55 デシベルも十分下回ると予測

されます。

また、公共交通機関の利用を促進するため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定な

どの取組について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施するなど、施設関連車両からの振動

による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。
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施設関連車両の走行による道路交通振動予測結果と要請限度値との比較

単位：デシベル

振動レベルの 80％レンジ上端値（Ｌ10）

平休
時間

区分 一般車両＋

施設関連車両
一般車両

施設関連車両

による増分

要請限度

昼間 46.9～50.1 46.7～50.0 0.0～0.7 65
平日

夜間 38.4～42.8 37.7～42.2 0.1～1.5 60

昼間 44.8～47.9 44.3～47.6 0.1～1.2 65
休日1

夜間 36.1～40.6 36.1～39.8 0.0～1.5 60

昼間 46.3～49.9 46.0～49.6 0.0～0.9 65
休日2

夜間 37.4～43.0 37.4～42.5 0.0～1.2 60

注）休日１：万博記念公園でイベント等のない平常時、休日２：万博記念公園でイベント等が

実施された混雑時

（９）低周波音

［供用後］

供用後の空調設備等の稼働による低周波音の事業計画地周辺への影響の予測結果は、表に示すと

おりで、到達音圧レベルによる現況音圧レベルの上昇はなく、総合音圧レベルは、心身に係る苦情

に関する参照値である 92dB(G)を下回ると予測されます。1/3 オクターブバンドレベルにおいて

も、物的苦情に関する参照値は下回るものと予測されます。

また、できる限り低騒音・低振動型の空調設備等を採用するなど、空調設備等の低周波音による

周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。

空調設備等の稼働による低周波音予測結果

単位：dB(G)

平休
時間

区分

到達音圧

レベル

現況音圧

レベル

総合音圧

レベル

心身に係る

苦情に関する参照値

昼 間 52～57 67～74 67～74
平日

夜 間 46～52 63～72 63～72

昼 間 52～57 64～72 64～72
休日1

夜 間 46～52 61～70 61～70

昼 間 52～57 65～73 65～73
休日2

夜 間 46～52 63～71 63～71

92

注）1．表中の値は G 特性音圧レベル（dB(G)）である。

2．現況値及び予測値は 1～20Hz の範囲について合成したものである。

3．休日１：万博記念公園でイベント等のない平常時、休日２：万博記念公園でイベント等が実

施された混雑時

（10）植物

土地利用計画等の変更により、事業計画地のうち改変地に生育している植物種は生育場所を失うこ

とになりますが、現状で改変地のほぼ半分は駐車場等の人工地であること、改変地に生育する植物の

多くは植栽種で、事業計画地周辺にも広く分布しており、また、改変地内では工事後に緑化が行われ

ることから、事業計画地及び周辺の植物相、植生に与える影響はほとんどないと予測されます。

また、工事の影響が周辺緑地に及ばないようにするなど、植物への影響をできる限り軽減する計

画としています。
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（11）動物

事業計画地のうち現在の改変地内は、人工造成地の割合が高く、樹林環境の面積がせまく常緑樹

が多いことなどから、周辺と比較して動物種の確認が少なく、土地利用計画等の変更による影響は

ほとんどないと予測されます。

また、工事区域の周囲に遮音壁を兼ねた仮囲いを設置する、低騒音型建設機械の使用に努めるな

ど、動物への影響を出来る限り軽減する計画としています。

（12）生態系

工事中には、改変地内の生態系構成種の一時的な減少は予測されますが、供用後には、改変地内

で生息種に配慮した緑化が行われること、改変地周辺には類似な環境が広がっていることから、生

態系に与える影響はほとんどないと予測されます。

また、工事区域の周囲に遮音壁を兼ねた仮囲いを設置する、低騒音型建設機械の使用に努めるな

ど、生態系への影響をできる限り軽減する計画としています。

（1３）緑化

事業の実施により、改変地内の緑地は全て改変され、新たに植栽されることになります。また、

緑地面積は現況の 35,200 ㎡から 24,200 ㎡に減少します。しかし、緑化にあたっては、周辺の

万博公園の緑地と連続した緑地を創出できるよう、できる限り植栽に努めます。また、植栽樹種に

ついても、生物多様性に配慮するとともに、将来的に周辺の緑地と調和し、広範囲の樹林地として

一体化するように努めることから、土地利用計画の変更等による緑の質・量への影響はほとんどな

いと予測されます。

（1４）人と自然とのふれあいの場

緑化にあたっては、周辺の万博公園の緑地と連続した緑地を創出できるよう、また、将来的に周

辺と調和し、広範囲の樹林地として一体化するように配慮することにより、地域住民の身近な自然

空間となるよう努めます。また、工事区域の周辺には、必要に応じてフェンス等の設置を行い、周

辺住民の安全を図るなど、人と自然とのふれあいの場への影響をできる限り軽減する計画としてい

ます。

（1５）景観

事業計画地周辺の主要眺望点からの現況の景観及び施設完成後の景観予測は、以下の写真に示す

とおりです。

万博公園内のスポーツ・レクリエーションエリアの風致に即した緑化やランドスケープデザイン

による景観形成を実施し、樹木を可能な範囲で分散配置させ、かつ高木の本数を増やし、バスロー

タリー周りの樹木とスタジアムの樹木が連続し、スタジアムと緑地が一体的に感じられるよう計画

されていることから、景観に違和感を与えることはないと予測されます。

また、景観形成基準を遵守し、景観まちづくりを推進するために建築物及びその周辺整備内容に

ついて関係各課と協議するなど、施設供用後の景観の変化による周辺への影響をできる限り軽減す

る計画としています。
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【平成調和歩道橋】

【南駐車場】

【万博南歩道橋】

【千里丘北 】

現 況 施設完成後
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【公園東口駅前】

【万博記念公園駅前】

（1６）日照阻害

事業計画地内の建物における冬至日の 8～16 時までの日影は、事業計画地の北西から北東側に

及びますが、その時間は朝、夕の限られた時間になると予測されます。また、等時間日影について

は、事業計画地内の建物による日影時間 5 時間以上の区域は全て事業計画地内であり、日影時間

3 時間以上の区域もほぼ事業計画地内となり、事業計画地内の建物による日影は、中高層建築物の

日照阻害等の指導要領に基づく日影規制を満足しています。

（1７）テレビ受信障害

事業計画地内の建物により、大阪局については長さ約 0.3km 程度、神戸局については長さ約

0.5km 程度の範囲で受信障害が発生することが予測されます。これらの障害範囲については、大

部分は共同受信施設を設置もしくはケーブルテレビ局に加入してテレビ電波を受信している地域と

なっています。

周辺地域においてテレビ受信障害が発生した際には、迅速に原因調査を実施し、本事業による影

響であると認められる場合には適切に対応することにより、計画建物によるテレビ受信障害の周辺

環境への影響をできる限り軽減する計画としています。

（1８）風害

計画建物の出現による事業計画地周辺の風環境への影響の予測結果では、予測地点 71 地点のう

ち 2 地点で、風環境評価ランク＊が領域 C の「比較的強い風が吹いても我慢できる風環境」とな

ることが予測されますが、この 2 地点の近くの地点については現況との変化はないか若しくは現

況より穏やかな風環境となることが予測されます。

現 況 施設完成後
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また、計画建物周辺には、できるだけ植栽を行い、計画建物による風環境の変化の周辺環境への

影響をできる限り軽減する計画です。

累 積 頻 度
区分

55％ 95％
風環境評価指標

領域Ａ ≦1.2ｍ/sec ≦2.9ｍ/sec 住宅地としての風環境、または比較的穏やかな風環境が必要な場所

領域Ｂ ≦1.8ｍ/sec ≦4.3ｍ/sec 住宅地・市街地としての風環境、一般的風環境

領域Ｃ ≦2.3ｍ/sec ≦5.6ｍ/sec
事務所街としての風環境、または比較的強い風が吹いても我慢できる

場所

領域Ｄ ＞2.3ｍ/sec ＞5.6ｍ/sec 超高層建物の足元で見られる風環境、一般には好ましくない風環境

（1９）文化遺産

事業計画地は、埋蔵文化財包蔵地ではありませんが、建設工事中に事業計画地内において埋蔵文

化財が確認された場合には、文化財保護法に基づき手続きを行い、吹田市教育委員会等と協議を行

い、文化財の保護に努める計画としています。

（２０）安全

本施設において、高圧ガス、危険物、有害な化学物質等を使用することはなく、周辺住民及び生

態系に対する安全性に影響をあたえることはないと予測されます。

また、本施設内に緊急時の物資などの備蓄を行うことにより、緊急災害時の防災施設としての利

用が可能となると予測されます。

（２１）コミュニティ

工事区域については、工事期間中の通行はできなくなりますが、周辺の遊歩道等については通行

可能です、また、工事区域の周囲へのフェンス等の設置や、必要に応じて警備員を配置し、通行の

安全確保に努めます。工事用車両の通行についても、周辺地域の交通の状況に著しい影響を及ぼす

ことはないと予測されます。

また、資機材搬入車両の台数をできる限り削減する、工事用車両の走行時間帯はラッシュ時など

混雑する時間帯をできる限り避けるなど、工事の実施による周辺環境への影響をできる限り軽減す

る計画としています。

（２２）交通混雑

［工事中］

工事用車両の走行による事業計画地周辺の交通への影響の予測結果では、周辺交差点のうち、1

地点で交差点需要率＊が 0.9 を上回っていますが、この地点は現状で 0.9 を上回っており、本事業

による交差点需要率の上昇はありません。その他の地点では、工事用車両の交通量の付加により交

差点需要率が上昇する時間帯があるものの、最も高い地点で 0.847 と予測され、0.9 を下回って

いることから、交通処理上問題ないと予測されます。

また、資機材搬入車両の台数をできる限り削減する、工事用車両の走行時間帯はラッシュ時など

混雑する時間帯をできる限り避けるなど、工事用車両の走行による周辺環境への影響をできる限り

軽減する計画としています。

＊：「交差点需要率」とは１時間に、その交差点が処理できる自動車台数と、実際にその交差点を通行する自動車

台数の比。交差点の処理能力いっぱいの自動車が通行する場合、交差点需要率１となる。

実際にはロスがあるため、上限の目安は 0.9 程度。

＊：「風環境評価ランク」とは、測定点において求めた各風速の累積頻度 55％と 95％の風速値から風環境を評価

するためのランク。
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［供用後］

施設関連車両の走行による事業計画地周辺の交通への影響の予測結果では、周辺交差点のうち、

1 地点で交差点需要率が 0.9 を上回っていますが、この地点は現状で 0.9 を上回っており、本事

業による交差点需要率の上昇はありません。その他の地点では、複数の地点及びケースで施設関連

車両の交通量の付加により交差点需要率は上昇するものの、最大で 0.884 と予測され、0.9 を下

回っていることから、交通処理上問題ないと予測されます。なお、動的シミュレーションによる交

通流予測についても実施しましたが、著しい滞留は見られませんでした。

また、公共交通機関の利用を促進するため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定な

どの取組について、交通事業者などと協議・検討を行い、実施する、観客数が多い場合には、スタ

ジアム周辺に交通整理員を配置し、スタジアムからの退場時間をコントロールするなど、施設関連

車両の走行による周辺環境への影響をできる限り軽減する計画としています。

（２３）交通安全

［工事用及び施設関連車両の走行］

工事用車両及び施設関連車両の主要な走行ルートとなる事業計画地周辺の主要な道路には歩道、

主要な交差点には信号及び横断歩道が整備され、これらの車両が最も集中する事業計画地近傍の万

博公園外周道路には、横断のための歩道橋が設置されています。また、工事用車両及び施設関連車

両の走行による事業計画地周辺の交通への影響の予測においては、いずれも交通処理上問題ないと

予測されます。

さらに、事業の実施にあたっては、交通安全への取組として、資機材搬入車両の台数をできる限

り削減する、工事用車両の走行時間帯はラッシュ時など混雑する時間帯をできる限り避ける、公共

交通機関の利用を促進するため、モノレールの増便、利便性の高いバス路線の設定などの取組につ

いて、交通事業者などと協議・検討を行い、実施する、観客数が多い場合には、スタジアム周辺に

交通整理員を配置し、スタジアムからの退場時間をコントロールするなど、事業の実施による周辺

環境への影響をできる限り軽減する計画としています。

［歩行者の通行］

試合開催時の事業計画地周辺の歩行者ルートのサービス水準（通行しやすさ）は、40,500 人

の来場を想定した場合の、最も混雑する部分でも、歩行者が各自の歩行速度を選択したり、追い抜

いたりする自由度は制限されるものの、面積が制約されており、厳しいピークの生じるような交通

ターミナル、公共建築、あるいはオープンスペースにおいては許容される水準以上となると予測さ

れます。また、歩行者シミュレーションによる検証を実施した結果、歩行者の誘導ルート等を改善

することにより、更にスムーズな誘導ができると予測されます。なお、この予測は、観客数が多い

場合、スタジアムからの出場時のコントロールを前提にしていることから、一時的な歩行者の集中

などを防止し、安全を確保するため、本計画の実施に当っては、歩行者シミュレーション結果を踏

まえ、適切な誘導方法を検討するとともに、必要なスタッフの配置、利用交通手段の分散、退場口

（スタジアム出口）制限などの歩行者安全対策を検討・実施し、観客の安全を最優先とする計画で

す。

また、歩行者を安全かつ快適に誘導するために観客数以外に、天候や勝敗などの影響も考慮した

対応区分の基準を明確に定め、区分ごとの対応を定量的かつ具体的に示した歩行者誘導マニュアル

を作成し、また、継続的に改善していきます。
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11．事後調査の実施に関する事項

本事業の実施にあたっては、以下の項目について事後調査を実施します。

事後調査の方針及び項目

項目 時期 項目と選定理由

廃棄物 供用

施設計画に基づく予測を行っており、予測の不確実性の程度は小さいと考えら

れますが、環境取組内容の実施による効果等を把握するため、項目に選定しま

す。

事後調査は、スタジアムからの廃棄物の種類別発生量・リサイクル量について

行うこととし、供用後の状況等を踏まえ、適切と考えられる調査時期を検討の上

で実施する方針です。

大気汚染 工事

建設機械の稼働、工事用車両の走行については、影響が最大になると想定され

る場合の予測を行っており、影響がこれを超える可能性は小さいと考えられます

が、相当程度の環境影響となることも想定されることから、項目に選定します。

事後調査は、建設機械等の稼働機種、台数、時間の把握により排出量を把握す

る方針です。

工事

建設機械の稼働、工事用車両の道路走行については、影響が最大になると想定

される場合の予測を行っており、影響がこれを超える可能性は小さいと考えられ

ますが、環境影響の程度が大きいことも想定されることから、項目に選定しま

す。

事後調査は、騒音レベルの現地調査により行うこととし、実際の工事の状況等

を踏まえ、適切と考えられる調査地点及び調査時期を検討の上で実施する方針で

す。
騒音

供用

施設の供用、施設関連車両の走行については、施設計画に基づく予測を行って

おり、影響がこれを超える可能性は小さいと考えられますが、近隣の住宅等への

影響に配慮し、項目に選定します。

事後調査は、騒音レベルの現地調査により行うこととし、供用後の状況等を踏

まえ、適切と考えられる調査地点及び調査時期を検討の上で実施する方針です。

工事

建設機械の稼働、工事用車両の道路走行については、影響が最大になると想定

される場合の予測を行っており、影響がこれを超える可能性は小さいと考えられ

ますが、環境影響の程度が大きいことも想定されることから、項目に選定しま

す。

事後調査は、騒音レベルの現地調査により行うこととし、実際の工事の状況等

を踏まえ、適切と考えられる調査地点及び調査時期を検討の上で実施する方針で

す。
振動

供用

施設の供用、施設関連車両の走行については、施設計画に基づく予測を行って

おり、影響がこれを超える可能性は小さいと考えられますが、近隣の住宅等への

影響に配慮し、項目に選定します。

事後調査は、騒音レベルの現地調査により行うこととし、供用後の状況等を踏

まえ、適切と考えられる調査地点及び調査時期を検討の上で実施する方針です。

交通混雑 供用

施設関連車両の走行については、交通計画に基づく予測を行っており、事業に

よる著しい影響はないと予測されていますが、周辺の交通状況の変化も想定さ

れ、また予測の不確実性の懸念もあることから、項目に選定します。

事後調査は、交通量等の現地調査により行うこととし、供用後の状況等を踏ま

え、適切と考えられる調査地点及び調査時期を検討の上で実施する方針です。

交通安全 供用

歩行者の通行については、交通計画に基づく予測を行っており、事業による著

しい影響はないと予測されていますが、周辺の交通状況の変化も想定され、また

予測の不確実性の懸念もあることから、項目に選定します。

事後調査は、歩行者通行量等の現地調査により行うこととし、供用後の状況等

を踏まえ、適切と考えられる調査地点及び調査時期を検討の上で実施する方針で

す。
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12．評価書案意見交換会における住民からの意見の概要

「（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価書案」について、平成 24 年 11 月 25 日に

開催した「評価書案意見交換会」の場において述べられた関係地域の住民による環境の保全及び良好

な環境の創造の見地からの意見概要は、以下に示すとおりです。

環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見概要

意見概要 左の意見に対する事業者の見解

事業計画

風力発電の設置計画については、超低周波音

が出るのでやめてもらいたい。

風力発電については小さい規模のものを想定

しております。それで建物のメインのエネルギ

ーを確保するということではなくて、広場部分

に設置を予定している外灯用の電気を得るため

の、風力と太陽光が両方併設されているような

製品の採用を予定しております。ご心配いただ

いているような問題は生じないと考えておりま

す。

危機管理の件で言うと、吹田の防災も含めた

諸々の一大拠点になると思うので、具体的な案

というのを作成してほしい。

どのように防災拠点としての機能を定めるか

というのは今から吹田市と調整して参ります。

基本的には機能としては十分にあります。スタ

ジアムの 1 階には飲食を保管するような保管場

所が用意できますし、シャワーとトイレもござ

いますので、一時的に、有事のときは皆さんが

ここに数千人の方が避難する、あるいは数百人

の方が何十日か寝泊まりができるといったよう

な機能が十分発揮できると思います。

土地利用・施設配置計画図（図 3-3 参照）を

拝見すると、この中のピンク色に塗ったところ

は広場・通路・車路と書いてあります。という

ことは、ここには車が出入りする可能性があり

ます。例えばタクシーや自家用車の送り迎えの

車が入る可能性があるのかなと思うわけです。

そこに車がどこから入るのかというのはこの図

面では全くわからない。その車が客をおろして

出ていったらどっちへ行くのかということにつ

いてはまだ検討されていないように思います。

現在のところ、基本的には赤で囲ったところ

が敷地ということになりますが、この中へ通常

の観客車両やタクシーは、現時点では入らない

予定ですが、今後いろいろ調整もありますの

で、入るという可能性はゼロではない。それは

今後決めていきたいと思います。今の時点では

敷地の外側の外周沿い、あるいは、敷地の西側

に駐車場がありますから、そこへ一般の方は入

れていただく。関係者用の、例えば資機材運搬

であるとか、放送のための車であるとか、そう

いうのは一部、中へ入るというような計画にな

っております。その辺りの外構計画というのは

まだ変わる可能性もありますので、現時点では

１色で広場・通路という形で示していると考え

ていただければと思います。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

環境要素並びに調査、予測及び評価の方法（複合影響について）

エキスポ跡地開発事業との複合影響につい

て、どのように考えているのか。今回の意見交

換会が終了すれば、スタジアム事業はそのまま

進んで、後はエキスポ跡地開発事業に任せてし

まうのか。このアセスの内容で複合影響がでて

きた場合にどこで我々と意見調整していただけ

るのか。

現時点では、評価書案に記載の内容となりま

すが、評価書案は審査会で数ヶ月間審査いただ

きますので意見交換会が終了するとこの案で事

業が進むと言うわけではありません。また、審

査期間中にエキスポ跡地開発事業の交通計画デ

ータが示されましたら、複合影響について審査

会で議論されていくことになります。ただ、審

査期間中に示されない場合は、「単独であれ

ば、事業を進めても大丈夫」ということをご確

認いただき事業を進めざるをえません。その後

につきましては、エキスポ跡地開発事業の結果

がどのようにでてくるかによって、状況に応じ

て判断させていただきます。

新聞などをみるとスタジアムは 15 年の開幕

戦までに、と載っていた。工期が 26 ヶ月とい

うことは、年明け早々から工事開始のスケジュ

ールになると思われる。そうなると、エキスポ

跡地開発事業との調整は全くなしに事業が進め

られるのではないかと不安である。

また、我々の意見も反映していただけるの

か。

いつまでにスタジアムを建設するかというこ

とにつきましては、事業者として目標はありま

すが、環境影響評価の手続としては、今後、評

価書案の内容が審査されます。審査が済まない

と工事に着手できませんので、十分審査してい

ただいてご意見をいただいてから工事に着手す

るという形になります。ですから、年明けに着

手というのはスケジュール的には難しいという

状況になっております。

また、今日の意見交換会でのご意見であると

か、今後提出していただく意見書でのご意見を

踏まえて、吹田市での環境影響評価の審査会

で、その内容も含めて審査されるということに

なります。

騒音

騒音の予測結果について、説明のあった予測

値は夜間と昼間の平均値で、試合中の騒音の予

測結果は 90%レンジのLA5 でそれぞれ示され

てほとんど影響がないと予測されていますが、

実際に聞こえてくる試合中のワーッという歓声

がどのくらいなのかが非常に大事だと思いま

す。周辺には高速道路もあって、現況騒音レベ

ルと比べてあがらないという結果がでるのはそ

れはそれでいいが、実際マックスでどのくらい

の騒音があるのかを示してもらいたい。

騒音には環境基準や工場などの敷地境界での

規制基準というのがあります。通常、工場など

の規制基準としては、変動する騒音をどう評価

するかという場合にLA5（90％レンジ上端値）

と規制値を比較しなさいということになってい

るので、この値を示して説明させていただきま

した。

環境基準との比較は昼間の平均値というのが

ありますが、一般的に、普通の騒音でもどうし

ても変動しますので、環境基準と比べる値は、

そういう値の平均値と比べるという方法が決ま

っておりますので、平均値で比較しています。

ご意見のように、例えばマックスの値を環境基

準値と比較することについては、環境基準の値

と一時のごく短い音を比べるというのはなかな

か難しいところがあると考えております。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

交通

来場車両を 2,000 台に抑える計画にしている

が、他の類似施設ではほとんどが 1,000 台以下

になっている。このスタジアムでも、台数削減

を更に検討されてはどうか。

現在、2,400 台ぐらいの来場車両に対して、

現状以下を目指して最大 2,000 台の計画をたて

ています。この計画で、おそらく現状と同じ

か、現状以下の交通混雑になる計画です。これ

を更に減らすことが可能かは、公共交通機関、

モノレール、バスの輸送能力も含め複合的に検

討していきたいと考えています。

駐車台数の制限についてですが、この 2,000

台というのはガンバさん専用の駐車場にされる

のですか。それとも、一般と混同して 2,000 台

ということになるのでしょうか。

南の駐車場は今、規模的には 1,300 です。こ

こに車 1,000 台と、あとバイクも含めて南駐車

場は、試合日は、ガンバ専用で万博機構からお

借りする。残りの駐車場、東も中央も 1,000 台

近くありますが、そのうちの 500 台を専用でそ

の日はお借りするということで運営したいと考

えております。

関連車両の走行ルートをみると、樫切山から

名神に向かう道路は、車両走行の退場ルートに

しかなっていません。来場に関しては規制する

ということなのか、そうじゃないのか。吹田市

として将来的にあれを一方通行にするつもりな

のか。もし退場ルートだけなのであれば、退場

ルートも規制をかけていただいて、来場も退場

もなしにしていただきたいと思います。推測

で、来場車両は少ないだろう、ということでル

ートとして選定していないのであれば、現状か

ら考えて、来場の赤も入れておくべきじゃない

かと思います。

ルートを設定する場合、広い範囲からの来場

者があるので、地元の交通に不案内な方が多い

と考えて、わかりやすいルートを想定しまし

た。調査・予測上は、1 つのルートに車を集めた

ほうが影響はそのルートに集中して大きくなる

ので、その辺りも踏まえて、メインルートに車

を配置しています。ご指摘のルートは、来場時

には、駐車場と外周道路の位置から考えて、ル

ート選定する来場者はほとんどなく、退場時に

はルート選定される可能性があると考えていま

す。今後、ご意見をふまえ、来場ルートについ

ては検討していきます。

車両の規制につきましては、スタジアムに入

る車だけを規制してとめるということは事実上

できません。今回はこのようなルート想定をし

ましたが、今後は、必要であれば、なるべく通

らないようにという呼びかけをしていくとか、

そういうことは可能であると思います。ただ、

呼びかけというのは、そこにルートがあるとい

うのがわかってしまうというような逆の効果も

あるので、その辺はまた慎重にする必要があり

ます。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

交通の件ですが、この万博の位置が、高速道

路からすぐ入れるので、たくさんの車両が来る

と思います。初めての人が来て、もうここしか

通れないということで、さっと来て、車が通っ

ているときはまだ救われるのですが、駐車場に

入るために渋滞して、それが１車線しかあかな

くなってしまうということで、例えば高架も考

えているのか、それともシャトルの無料をする

とか、具体的にここまで想定外も含めた計画を

していますよというものがないと、1,000 台

だ、2,000 台だなんて言っても、どこまで周知

徹底ができるのかというのが不明かなと。その

辺を回答いただきたい。

来場者の車両については、普通のチケットの

販売と同じように、駐車場の予約チケットを事

前販売し、予定数に達したら終了ということで

運営してまいりたいと思っています。公共交通

機関につきましては、モノレールについては、

試合開催時に通常 10 分間隔のものを 5 分間隔

に増便していただくよう調整しております。ま

た、バスについても、バス事業者と協議し、必

要な増便を行い、周辺主要駅とのシャトルバス

を運行します。これらの駐車場及びアクセスに

つきましては、ＨＰ、来場者へのパンフレット

等も利用し、周知するようにいたします。

交通のシミュレーションは、まずあれはだめ

です。私は外周をたまに走りますが、まず、源

気温泉万博おゆばから樫切山の出口まで 30 分

かかることがたびたびです。

シミュレーションについてですが、ご意見の

ように、混んでいる日、すいている日、多少あ

ると思うのですが、今回、説明のときには特に

北側の交差点の状況まで見せませんでしたが、

それも含めて全周としてシミュレーションはし

ております。非常に混雑する日というのは確か

に存在しますが、今回調査したのは、基本的に

はある程度平均的な土曜日と平日という形で調

査してシミュレーションしておりますので、そ

れ以外の日にゲームをどれだけ開催するかとい

うことは、できる限りそういう混んでいる日に

はゲームを開催しない、あるいは時間をナイタ

ーにするということで、その重なりを極力回避

していきたいという考えでああいうシミュレー

ションをやっているということで、一定のご理

解をいただきたいと考えています。

駐車場予約について、2,000 台の前売りチケ

ットを販売して、それで制限するということで

すが、ルールを守らない人や、事情のわからな

い人が車で来た場合、周辺地域の細い道に入っ

てきたり、違法駐車をされるのではないか、心

配です。住宅地区の方に入っていく車を何とか

整理いただけるような、何かそういう駐車違反

対策と、あるいは地域の狭い道路に入っていか

ないような対応策をご検討されているのであれ

ば、教えてください。

駐車場予約者以外が車両で来場しないよう、

事業者、交通事業者などと協力して観戦者にマ

ナー向上を呼びかけを行うとともに、公共交通

機関の利便性を高めるよう努力いたします。ま

た、観戦者による違法駐車等が大きな問題にな

るようでしたら、各関係機関と協議し、強制的

な対策も検討してまいります。
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意見概要 左の意見に対する事業者の見解

2,000 人の方々に券を売って入っていただく

ことになるんですけれども、その前に予定され

たところが満杯だったら、あぶれた、券を買っ

た方々はどうされるんでしょうか。そうする

と、我々の民家のほうにあふれてきて不法駐車

が増えたりするんじゃないかなと危惧いたしま

すので、その辺はきちっと詰めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

来場者の車両については、普通のチケットの

販売と同じように、駐車場の予約チケットを事

前販売し、予定数に達したら終了ということで

運営してまいりたいと思っています。2,000 台

までの制限で、完売すると予約上は駐車場は満

車ということになりますので、このような形で

処理したいと考えています。初めて来場される

方、遠方から来場の方ほど、事前にインターネ

ットなどを通じて情報収集をされる傾向が強い

ことから、HP での告知を中心に徹底していきま

す。なお、駐車場を予約された方以外がたくさ

ん車で来場されるようなことになった場合は、

駐車場予約者以外が車両で来場しないよう、事

業者、交通事業者などと協力して観戦者にマナ

ー向上を呼びかけを行たいと考えています。ま

た、車での来場を抑制するために、公共交通機

関をいかに便利にしていくかという対策も合わ

せて実施していきます。

外周道路でサイクリングをしたり、ジョギン

グをしたり、歩いたりする人のことは一切述べ

ておられない。現に、今までガンバの試合が開

催されたときに、駅に向かう歩道ですとか、自

転車道等は一方通行で、反対側からは通れない

ですよ。そういう策もやっぱりいろんなことを

考えていただきたい。あくまでも事業主体ばか

り考えておられるからあかんのと違いますか。

もう少し大きな目で見ていただきたいと思いま

す。

今歩いていらっしゃる方、歩道、あるいはサ

イクリングされている方につきましては、ゲー

ムのときに一度にたくさんの人が歩かれるとい

ろんな支障が出るということが、現状でもある

のではと思います。この辺につきましてもいろ

いろなご意見を踏まえて、事業者のほうで対策

していくことを検討していこうと考えていま

す。

歩行者に対する予測が行われていない。2 万

人、4 万人の歩行者が想定されるため、歩車分

離を考えて歩道橋の設置を検討されたい。

歩行者についても予測評価を行っておりま

す。本日の意見交換会では時間も限られている

ことから説明しませんでしたが、評価書案には

記載しておりますので、ご覧いただきたいと思

います。車両を抑制することからも、たくさん

の方に歩いていただく必要があります。それに

ついては、適切に時間差で退場していただくと

いうことと、ルートとして、北側については、

公園の中を歩いていただいて、調和橋の歩道橋

を歩くルートと、もう 1 つ、南側は南駐車場の

わきから抜けて万博の南側の歩道橋のところを

通っていただく。この２ルートを考えておりま

す。この 2 ルートに、4 万人のときはかなりの

人数になりますので、交通整理員などで交通整

理を行えば、通っていただくことは可能である

という数値計算結果がでております。
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交通量の調査で、樫切山と万博の間にもう 1

つ信号があります。あそこも交通量調査をして

いただきたい。あそこで結構とまって、万博か

ら樫切山へ抜けていくのが結構渋滞していま

す。さっきのシミュレーションでは結構流れて

いましたけれども、できれば、そこも交通量調

査はしていただきたい。お願いします。

申し訳ありませんが、一応調査は済んでしま

ったので、これから調査というのはなかなか難

しいので、スタジアム完成後、あまりにも影響

が大きいようであればまた調査は検討させてい

ただけたらと思います。

交通

私は、今日初めてこの要約書というものを拝

見したのですが、これだけ拝見して大体わかる

ということになると一番良いのですが、どう

も、そうでもないわけです。こうやって会を開

いて市民にご説明いただくのは非常にありがた

いのだけれども、実際にはこれだけしか見ない

人間でも理解できるようなご配慮がいただけな

かったのかという、その辺は非常に残念であり

ます。

この要約書の記載ですけれども、誠に申し訳

ありません。なるべくわかりやすくと考えてつ

くったわけですが、そのとおりになっていない

ということで、これはご意見として真摯に受け

とめさせていただきます。

今後、寄附が進まないということになった場

合は 3 万の規模で進められるのかどうか。それ

と、4 万の規模で計画されているものを 3 万に

落としますと、いろいろな予測値が変わってく

ると思うが、その場合も当初の予定どおり、完

成した後、その施設を市に寄附されて、市は逆

に管理委託という形でガンバさんにお願いされ

るということになるのか、その辺のところをは

っきりお聞かせ願いたいと思います。

この環境アセスメントに関しては、すべての

数値は 4 万人収容規模で予測を行い、書類を提

出しております。スタジアム建設費用につきま

しては、関係者一同全力を挙げ募金活動を行

い、最低 4 万人収容の規模までは達成します。

また、それ以上に募金活動を続けて、最終的に

はスタジアムとしてより高機能なものにしてい

くことを目標としております。
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13．評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解

「（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価書案」について、環境の保全及び良好な環境

の創造の見地からの意見を有する者からの「評価書案意見書」が 11 通提出されています。

評価書案意見書の概要とこれに対する事業者の見解は、以下に示すとおりです。

評価書案意見書の概要及びこれに対する事業者の見解

評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

事業計画

スポーツゾーンのジョギングコース、散策路

コースを再整備してもらいたい。

本事業で改変するスタジアムの周囲について

は、スタジアム完成後は、通行可能な広場等と

して整備します。なお、その周辺については、

本事業で整備することはできません。ご意見に

つきましては、土地所有者である万博記念機構

などの関係機関に申し伝えます。

育児施設（託児所）の誘致について、交通の

便や自然環境に優れた立地なので、育児施設

（託児所）が欲しい。子供を集めることで、平

日・休日問わず賑わいが生まれる。公立である

ことが望ましいが、24 時間対応できる事業者に

より運営を希望する。

テナントについては、公共施設となるため所

有者である吹田市と指定管理者となるガンバ大

阪で協議の上、決定していきたいと思います。

未成年者の受動喫煙対策について、寄付後は

吹田市施設になるため、施設内は完全禁煙を求

める。施設周辺での受動喫煙対策として、罰則

（過料徴収）付の路上喫煙防止条例が必要かつ

有効と考える。豊中市の「路上喫煙の防止に関

する条例」を参考にして、未成年者の保護と市

民の健康に有効な施策を検討してもらいたい。

スタジアムは完成後に吹田市の公共施設とな

るため、場内全面禁煙とします。周辺の広場等

については万博記念機構の管理となる予定です

ので、対応等については協議していきます。

かつて万博公園に全国から大勢の観客が訪れ

た時に、外周道路のレールやコンクリートが相

当の被害を被ったことがあります。サッカーの

試合終了時や商業施設における 24 時間営業の

映画館の建設など、この地で生活を営んでいる

居住者にとってこの上ない不安感に苛まれてお

ります。現在、吹田警察に青色パトロールや地

元自治会による防犯パトロールなどを実施して

おりますが、特に深夜帯における防犯対策に大

きな危機感をもっています。安心・安全な生活

を維持できるよう強力な治安対策を講じていた

だきたい。

本スタジアムでのサッカーについては、ナイ

ターの開催であっても 21 時には終了する予定で

す。ナイター終了後の観客退場時には周辺に適

宜交通整理員等を配置します。なお、現在、公

園周辺は夜間は街頭照明も少なく、薄暗い状態

ですが、スタジアムが設置されることにより、

街頭も整備され、安全面はより向上するものと

考えています。
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評価書案意見書の概要及びこれに対する事業者の見解

評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

環境要素並びに調査、予測及び評価の方法（複合影響について）

（仮称）エキスポランド跡地複合施設開発事

業との複合的な環境影響について、何ら考慮さ

れていない。（仮称）エキスポランド跡地複合

施設開発事業は、環境影響提案書の交通計画を

審査中で、三井不動産開発からの交通計画が出

てこないため審査会が止まっている。両事業者

で交通計画を詰めないと、全体の交通混雑状況

がわからない。特に、両者のスタジアム周辺の

万博外周道路には、（仮称）エキスポランド跡

地複合施設開発事業で 15,000 台、（仮称）吹

田市立スタジアム建設事業 1,000 台とバス

120 台が集中する。住民としては大変不安であ

る。

（仮称）エキスポランド跡地複合施設開発事

業との複合的な環境影響につきましては、現時

点では、評価書案の予測評価に必要なデータが

なく考慮できないため、複合影響としてエキス

ポ跡地の事業は入っていません。今後、評価書

案の審査会での審査期間中にエキスポ跡地事業

の交通計画が明らかになれば、審査会において

複合影響について審査されるものと考えていま

す。

三井も含めた影響を把握しないと何の意味も

ない。先日の説明会では、三井の書類が出てな

いから、三井の計画がわからないという話だっ

たが、書類が出てなくても直接三井に確認すれ

ばいいではないか。三井は何もやっていないと

いうことか。

三井不動産とは、適宜協議を行っております

が、エキスポ跡地事業は現在提案書の審査意見

を受け、計画の策定中であり、複合影響を予測

するためのデータがそろっておりません。

交通渋滞の対策は、エキスポランド跡地複合

開発事業の車も含めて検討する必要がある。意

図的にスタジアムのみの交通量で予測を行って

いるのではないか。

本事業の評価書案の審査会での審査期間中

に、エキスポ跡地事業の交通計画が明らかにな

れば、審査会における審査結果を踏まえ、必要

に応じた対策の検討結果を記載した評価書を作

成いたします。なお、本事業のアセス手続き終

了後に、エキスポ跡地事業の評価書案が提出さ

れる場合には、エキスポ跡地事業のアセス手続

きの中で、複合影響についても説明され、審査

されるものと考えています。

（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影

響評価書案の手続中であれば見直しができるの

か。できないのか。

本事業の評価書案の審査会での審査期間中

に、エキスポ跡地事業の交通計画が明らかにな

れば、審査会における審査結果を踏まえ、必要

に応じて対策を検討して参ります。

現在、スタジアム建設に関する環境評価のみ

が先行して実施されているが、エキスポランド

跡地複合施設開発事業からの計画が未定のまま

で複合的な環境影響評価が明確になっていな

い。それぞれの事業予定地は差し向かいの位置

関係にあり、住環境その他、将来にわたって、

当地域は二つの事業の複合的な影響下に晒され

ることとなり、両事業を分離して考えることが

出来るわけもなく、それぞれの事業者が独自に

進行していくことは、決して容認できない。両

事業者並びに行政は、密接・真摯な連携のも

と、地域への複合的な影響を勘案し、将来にわ

たって良好な住環境を損なうことのない計画案

を示し、地域住民の理解と承認を確認しつつ事

業を進めていただきたい。

本事業の評価書案の審査会での審査期間中

に、エキスポ跡地事業の事業計画及び環境影響

が明らかになれば、審査会における審査結果を

踏まえ、必要に応じた対策の検討結果を記載し

た評価書を作成いたします。また、本事業のア

セス手続き終了後に、エキスポ跡地事業の評価

書案が提出される場合には、エキスポ跡地事業

のアセス手続きの中で、複合影響についても説

明され、審査されるものと考えています。な

お、本事業のアセス手続き終了後も、全体とし

てよりよい事業となるよう、できる限り協力し

てまいります。
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評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

（仮称）エキスポランド跡地複合施設開発事

業環境影響評価書案（特に交通計画）が出され

るときには、（仮称）吹田市立スタジアム建設

事業環境影響評価書案を見直して、両事業者に

よる意見交換会を開催してもらいたい。

本事業の評価書案の審査会での審査期間中

に、エキスポ跡地事業の交通計画が明らかにな

れば、審査会における審査結果を踏まえ、必要

に応じた対策の検討結果を記載した評価書を作

成いたします。本事業の意見交換会につきまし

ては、条例手続き上、適切に実施しているもの

と考えております。なお、本事業のアセス手続

き終了後に、エキスポ跡地事業の評価書案が提

出される場合には、エキスポ跡地事業のアセス

手続きの中で、複合影響についても説明され、

審査されるものと考えています。

手続きが完了した場合には、三井不動産開発

にすべてを負担させるのか。また、意見は三井

に伝えれば良いのか。

複合的な環境影響について、誰が負担して実

行していくのか。吹田市の見解、事業者の見解

を明確に答えてもらいたい。住民は大変不安で

ある。

本事業のアセス手続き終了後も、全体として

よりよい事業となるよう、ソフト面での対策な

ど、できる限り協力してまいります。なお、エ

キスポ跡地事業のアセス手続きにおいても、意

見交換会、意見書等で意見を述べることができ

ます。

吹田市はどのように両事業の手続きを進めて

いくのか。見解を聞きたい。

行政への意見と考えますので、事業者見解は

差し控えます。

環境取組内容

環境取組内容の「防音サッシの設置」につい

て、防音サッシの設置に際しては、実施しない

(該当なし)との内容ですが、周辺に影響するの

は、あきらかであるため、防音サッシとして下

さい。

「防音サッシの設置」について、行政に確認

を行ったところ、この項目は施設内部の者に対

する周辺からの騒音の影響防止のための配慮で

あることから、本事業においては該当なしとし

ております。

環境取組内容の「近隣への悪臭及び騒音の配

慮」について、試合開催時の歓声に対しては、

屋根の設置や外壁をサッシ等でふせぐことで対

応するとの事ですが、窓「サッシ」より壁を増

やして欲しい。サッシでは、音量の透過率が大

きいのは、あきらかです。配慮が不足です。

評価書案の騒音予測については、長居陸上競

技場で開催された日本代表戦での調査結果を使

用しています。観客数 42,000 人以上で、太鼓

などを使用した応援の音も含まれた音をもとに

しており、大きな影響はないのではないかと予

測しております。また、この予測の前提とし

た、試合開催時には壁面の開口部を閉鎖するな

どの対策を確実に実施いたします。ただし、供

用後に問題が生じる場合には、太鼓による応援

を禁止するなどの対応も含め、対応を検討・実

施いたします。

工事調整に関して、時間帯・並び休日・夜間

は、行わないことを実施する項目に明記して欲

しい。

今後、近隣の住民の方々のご意見を踏まえ、

詳細な工事計画を策定して参ります。
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評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

廃棄物

試合後は、一時に大勢の人が、スタジアムか

ら外周道路周辺に出てきます。その際の事故を

予防するための交通整理や、マナーの悪い観客

の交通ルール違反やゴミ投棄を取り締まるため

に、スタジアムの敷地内だけではなく、外周道

路や近隣のエリアに試合の前後には警察官や警

備員を配置し対応いただくようお願いします。

現状でも、試合後は、外周道路に警備員が配置

されていませんので、交通ルール違反や、ゴミ

の投棄が行われており、近隣住民が迷惑を被っ

ているのが実情です。

現状では、大半のサポーターについては、整

然と帰っていると思います。一部マナーの悪い

サポーターも居るかもしれませんが、そのよう

なサポーターの行動につきましては、呼びかけ

を行い、マナー向上に努めます。また、状況に

応じて、警備員を配置するなどの対策を講じま

す。

騒音・振動

工事用車両の走行による騒音について、周辺

環境への影響をできる限り低減すると謳われて

いますが、時間帯については、述べられていな

い。夜間（PM6 時以降）は、作業を禁止するこ

と。

今後、近隣の住民の方々のご意見を踏まえ、

詳細な工事計画を策定して参ります。なお、特

定建設作業につきましては、法、府条例を遵守

し、騒音や振動を伴う作業は、近隣に配慮した

時間に行います。

施設の供用による騒音の予測について、「歓

声及び空調設備等の稼働により発生する騒音予

測結果と環境基準値等の比較に対して」先ず、

見直しをして下さい。到達騒音レベルが、平

日・休日とも皆同じはおかしい。清水地区以外

での高層住宅に配慮して、現況調査、予測及び

評価を実施するとの意見に、事業者見解では、

高層での予測も実施したとのことですが、スタ

ジアム建設地から直線 300 メートル西側にある

インペリアル万博公園マンション（14 階建て）

の屋上にての計測がされていません。再度、騒

音・振動の調査をしてください。

到達騒音レベルとは、施設（スタジアム）か

らの騒音が、各予測地点においてどの程度の大

きさになるかを予測した値です。平日・休日と

も、施設の稼動状況の設定は同じであり、よっ

て、到達騒音レベルも同じとなります。

騒音の予測については、事業計画地の周辺の

住居地の代表的な地点で行っており、ご指摘の

マンションにおける影響は、事業地から約 300

ｍの環境１とほぼ同様となり、約 150ｍの環境

３よりも小さくなると考えております。

地上 42ｍ、グラウンド上を除く四方には屋根

がつくとのことであるが、同構造・同タイプの

スタジアムがあれば、その遮音効果等のデータ

を示していただけるか。

遮音効果については、建物の構造・材質・設

備配置など、様々な要因で変化することから、

本スタジアムと同様の施設の遮音効果等のデー

タとして、お示しすることは困難です。評価書

案の騒音予測については、本スタジアムの屋根

の構造・材質等の諸元を元に、回折減衰等の騒

音低減効果を踏まえて予測しております。

勝っても、負けても、試合が終われば騒ぎな

がら帰るのが観客の心理である。ナイターの試

合がほとんどで、周辺の生活道路で騒ぐことが

懸念される。総合的な対策が必要である。

現状では、大半のサポーターについては、騒

がず整然と帰っていると思います。一部騒がし

いサポーターも居るかもしれませんが、そのよ

うなサポーターの行動につきましては、呼びか

けを行い、マナー向上に努めます。また、状況

に応じて、警備員を配置するなどの対策を講じ

ます。
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太鼓による応援は禁止し、サッカー特有の踏

み鳴らす応援はやめていただきたい。また、ス

タジアムの屋根は、観客席の上部だけでなく、

フィールド内まで伸ばし、全面屋根付きとして

ほしい。その他、施設には防音、吸音材を多用

する、スピーカー設備は内方向、下方向に付設

する、必要以上の音量で放送しないなど使用可

能な限りの対策を実施してもらいたい。

当マンション（山田東 3 丁目）は 13 階建て

で、このたびのスタジアム建設の位置から約

500ｍしか離れていません。現在でも万博公園

内で行われるイベントではかなりの騒音が響き

ます。特に、当マンションの 7～10 階は障害物

もなく騒音をさえぎることができません。当マ

ンションの上層階において是非とも騒音調査を

実施していただきたい。また、事業案での建築

物では一部屋根付きのスタジアムとしています

が、風の向きによっては相当の騒音に悩まされ

ることになります。是非とも「東京ドーム」の

ような全面の屋根付きとして建設していただき

たいと考えております。

騒音について、当マンション（山田東 3 丁

目）の最上階の住民（高齢者）の話として、現

スタジアムや近隣施設から届く騒音、花火の折

には炸裂音に加えて煙までもが窓から侵入して

くる現状があり、より近接する建設計画に対し

て大変心配しておられる。当マンション屋上に

て騒音調査を行って欲しいとの要望であるが、

可能か。

評価書案の騒音予測については、長居陸上競

技場で開催された日本代表戦での調査結果を使

用しています。観客数 42,000 人以上で、太鼓

などを使用した応援の音も含まれた音をもとに

しており、大きな影響はないのではないかと予

測しております。また、この予測の前提とし

た、試合開催時には壁面の開口部を閉鎖するな

どの対策を確実に実施いたします。放送設備に

ついては、周辺への影響をできるだけ軽減する

よう配慮した設計といたします。なお、供用後

に問題が生じる場合には、太鼓による応援を禁

止するなどの対応も含め、対応を検討・実施い

たします。

スタジアムにおいて、花火の打ち上げを行う

ことは考えておりません。

なお、事後調査における騒音測定地点につい

ては、今後検討いたします。

試合開催中、マンション上層階への騒音影響

は、環境影響評価書案では、試合中でも影響は

小さいと記載されています。しかし、当マンシ

ョン（山田東 3 丁目）は 14 階建てであり新ス

タジアムからは至近距離になるために高層階を

中心に騒音の影響を受けるのではないかと依然

懸念をしております。住人が騒音で悩まされる

ことがないように、計画通りスタジアムを建設

することに併せ応援団への対策も十分にしてい

ただくようお願いします。

現在、スタジアム建設のための募金額は目標

額に足りていないが、建設開始までには、目標

額を目指すとのことでした。しかしガンバ大阪

のJ2 降格により今後益々、募金は集まりにくく

なると思います。資金不足の中、スタジアムの

建設を見切り発車し屋根や防音壁等の防音のた

めの仕様を見直すことがないよう厳にお願いし

ます。

環境保全に必要な屋根や防音壁などは必須設

備と考えており、これらについては確実に実施

します。さらの利便性の高いスタジアムとでき

るよう、関係者一同全力を挙げ募金活動を行っ

てまいります。
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打ち上げ花火の自粛、自動車の警笛等の規制

をすること。

スタジアムにおいて、花火の打ち上げを行う

ことは考えておりません。また、観戦者にはマ

ナー向上を呼びかけ、周辺住居地へご迷惑をお

かけしないよう、配慮してまいります。

事業の内容について、提案書からの改善はし

たのか。

振動については、建物構造に配慮し、外部へ

の振動の影響が小さくなるような計画とし、騒

音についても、より影響が小さくなるよう建物

構造について検討しています。

騒音について、スタジアム建設地から西南方

向にある 3 丁目の当地区（別所地区・インペリ

アル万博公園）は、風向きによる音量が拡大す

ることが何度もあります。騒音振動測定は、こ

のことも視野に入れて実施願いたい。

事後調査を実施する際には、風向測定も行う

など、配慮します。

騒音・防犯対策を含めて治安対策について地

元自治会と話し合いをお願いしたい。

所有者である吹田市、指定管理者となる予定

のガンバ大阪、地権者である万博記念機構など

のステークホルダーとともに、地域住民の皆さ

んと一緒に問題を改善できるよう協力していき

たいと思います。

緑化

スタジアムの周囲の緑地に配慮し、周辺の緑

地とも調和した、緑につつまれたスタジアムと

し、緑地面積は減らさない。最低 30％以上とす

る。

大規模施設であるため、万が一、火災などの

災害が起こった時の避難場所が重要です。大勢

の観客が安全に避難するためには、一定の空地

必要と考え、現在の計画としています。その中

で、今後、可能な限り、植栽を増やせるよう検

討してまいります。

緑化対策について、樹木は、美観、景観以外

に遮音、吸音や目隠しにも使えるので他の競技

施設等との区画などにも使い周囲の緑の静粛な

環境と違和感が生じないようつとめられたい。

植栽樹木の選定につきましては、周辺環境及

び景観に配慮してまいります。

交通混雑

現地調査地点・範囲図より、万博南交差点で

の交通量調査地点の落とし込みがありません。

是非、調査地点に組み込んで頂くことを要求し

ます。

ご指摘の地点の北西側、外周道路との合流点

と南側の樫切山交差点が交通量調査地点となっ

ていることから、この区間の交通量は把握でき

ていると考えております。

今回の交通調査における・茨木摂津線：約

20,000～25,000 台とあるが、万博公園でイ

ベント開催時は、そのような状況でないことを

知らずに調査していることは、承服しかねる。

再度、調査願いたい。事業者の見解には、ゴー

ルデンウィーク時に調査したと言われています

が、イベント開催時では、異常な交通渋滞（11

月）があったことを再認識して再調査を願いた

い。それによって、騒音測定のデータ見直しが

必要と思われます。

万博公園でのイベントなどにより、非常に混

雑する日が存在することは認識しております。

そのことを踏まえ、本事業の交通計画では、基

本的な考え方として、万博公園への来場者が多

く、周辺の道路が特に混雑する桜祭り等の時期

については、ゲームの開催を極力回避し、また

開催する場合はナイターとするなどの対策を講

じる計画としています。
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ガンバの試合だけでなく、日本代表戦等におい

ても、来場者の車は予約車以外は禁止し、公共交

通機関の主要駅からバス輸送計画を立て、徹底し

た広告宣伝を行う。

ガンバの試合だけでなく、日本代表戦等におい

ても、来場者の車両については、普通のチケット

の販売と同じように、駐車場の予約チケットを事

前販売し、予定数に達したら終了ということで運

営してまいりたいと思っています。公共交通機関

につきましては、モノレールについては、試合開

催時に通常 10 分間隔のものを 5 分間隔に増便し

ていただくよう調整しております。また、バスに

ついても、バス事業者と協議し、必要な増便を行

い、周辺主要駅とのシャトルバスを運行します。

これらの駐車場及びアクセスにつきましては、Ｈ

Ｐ、来場者へのパンフレット等も利用し、周知す

るようにいたします。

最寄りの公共交通機関であるモノレールについ

ては、輸送効率を上げるため車両の連結増や増

便、さらに幅広い視点でＪＲとのアクセスを考え

両線交差地点での新駅を関係機関間で協議しても

よいのではないか。

モノレールの増便につきましては、通常 10 分

間隔のものを試合開催時には 5 分間隔にし、輸送

能力を倍増していただくよう調整しています。そ

れ以外にも近鉄バス、阪急バスと周辺駅へのシャ

トルバスの運行について調整しております。ま

た、駅新設につきましては、関係機関に申し伝え

ます。

南第一駐車場の収容能力 1,338 台でほぼ全部

サッカーの試合に使用されることになるが、万博

公園利用者、スポーツゾーン利用者との兼ね合い

をどうするのか。また、アメリカンフットボール

の試合があるときはどうするのか。ナイターがあ

る。

来場車両用駐車場の割り振りについては、南第

一駐車場 1,000 台、東・中央駐車場各 500 台を

基本としておりますが、実際の台数配分について

は、当日のイベントの開催状況を踏まえ、万博記

念機構と協議の上、適正な配分をその都度決めて

まいります。

観客用駐車場の台数を 2,000 台は類似施設を

見ても多い。中央駐車場 500 台、東駐車場 500

台の合計 1,000 台とし、南第一駐車場は臨時バ

スの乗降場所、待機場所と身障者用駐車場にして

はどうか。提案する。

類似施設では駐車場が無い施設、開催時には駐

車場利用不可、駐車場付きシーズンチケットのみ

の駐車場、スタジアム周辺道路の交通規制実施等

によって交通対策を講じている。本施設の駐車場

をゼロに近い方策を講じてもらいたい。他施設で

実施している。中央環状線から万博外周道路に入

るサッカー場付近での混雑が緩和できるのではな

いか。

来場車両については、現状でも満員の場合は

2,400 台ぐらい来場していると考えられ、これを

現状以下にしたいということで、最大で 2,000 台

という計画としております。なお、供用後には、

公共交通機関（モノレール、バス）による輸送の

状況も踏まえ、さらなる来場車両の削減の可能性

についても検討したいと考えております。
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環境影響評価書案に照らして、新たな観客用

駐車場を建設しないで、予約制（2,000 台）と

する。と謳われていますが、事情の知らない

（初めて来る客及び遠方から来た客等）人々に

は、どの様な具体的対応策をされるのか、しな

いのか回答を頂きたい。

来場者の車両については、普通のチケットの販

売と同じように、駐車場の予約チケットを事前販

売し、予定数に達したら終了ということで運営し

てまいりたいと思っています。2,000 台までの制

限で、完売すると予約上は駐車場は満車というこ

とになりますので、このような形で処理したいと

考えています。初めて来場される方、遠方から来

場の方ほど、事前にインターネットなどを通じて

情報収集をされる傾向が強いことから、HPでの告

知を中心に徹底していきます。なお、駐車場を予

約された方以外がたくさん車で来場されるような

ことになった場合は、駐車場予約者以外が車両で

来場しないよう、事業者、交通事業者などと協力

して観戦者にマナー向上を呼びかけを行たいと考

えています。

交通問題を解決するためには、万博公園利用

者の駐車場をうまく活用するために、全試合ナ

イターとする。駐車場予約システムはスムーズ

に活用できる。

吹田東消防署員の話によれば、当マンション

（山田東 3 丁目）までの東消防署からの所要時

間は、通常 3～4 分だそうだ。当マンションに

は高齢者が多く、緊急要請で出動願うことも多

い。現在でさえ日により曜日により、また季節

行事や随時のイベントにより、府道茨木摂津線

が両方向とも渋滞していることが多く、まして

両施設の完成後には交通事情が一変するものと

想定される。高齢者の日頃抱いている不安が増

幅することのないよう対処していただきたい。

交通渋滞対策については、公共交通機関の利用

促進策、駐車場予約制の導入等により、来場車両

台数の抑制に努めるとともに、ゴールデンウィー

ク期間中などの混雑が予測される日に試合を開催

する場合は、周辺の交通量が少なくなるナイター

での開催とするなど、できる限りの対策を実施し

ます。

予約制にすることは評価するが、不法駐車の

増加が懸念される。この兼ね合いが難しいた

め、駐車場使用の運用については十分検討する

必要がある。

周辺の生活道路への車両進入と不法駐車の対

策はどうするのか。

駐車場予約者以外が車両で来場しないよう、事

業者、交通事業者などと協力して観戦者にマナー

向上を呼びかけを行うとともに、公共交通機関の

利便性を高めるよう努力いたします。また、観戦

者による違法駐車等が大きな問題になるようでし

たら、各関係機関と協議し、強制的な対策も検討

してまいります。

万博外周道路周辺の住居地域への観客車両の

迷い込み、通り抜け、不法駐車等がおこらない

よう周辺地域での交通対策、啓発、警備対策を

講じていただきたい。

試合開催日には、来場車両及び来場者を整理す

るためにスタジアム周辺に交通整理員を適宜配置

します。また、事業者、交通事業者などと協力し

て観戦者にマナー向上を呼びかけを行うととも

に、道路管理者をはじめ地権者や吹田市、大阪府

等のステークホルダーと連携調整し、交通課題の

解決に取り組みます。なお、観戦者による違法駐

車等が大きな問題になるようでしたら、各関係機

関と協議し、強制的な対策も検討してまいりま

す。
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評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

スタジアム前の外周道路は南第一駐車場への

観客車両 2,000 台の出入り口とスタジアム前臨

時バス乗り場（120 台）で混雑して渋滞をきた

す。動画説明ではスムーズに動いているが大変

な混雑をきたす。

現在の駐車場計画では南駐車場に 1,000 台、

東駐車場、中央駐車場にそれぞれ 500 台を駐車

する予定です。これらの踏まえた現在の交通計画

については、交通シミュレーションによる検討も

行い、特に大きな問題は起こらないものと考えて

おります。なお、混雑を引き起こさないよう、駐

車場への適切な車両誘導などの対策を実施してま

いります。

現状の中央環状線 10 万台、茨木摂津線 2 万

台から 2.5 万台から見ると万博公園外周道路に

おいては飽和状態である。さらに、サッカー開

催時には、2 千台増える。万博公園外周道路の

自動車は 10％増である。さらに混雑する。

来場車両については、現状でも満員の場合は

2,400 台ぐらい来場していると考えられ、これを

現状以下にしたいということで、最大で 2,000

台という計画としております。なお、供用後に

は、公共交通機関（モノレール、バス）による輸

送の状況も踏まえ、さらなる来場車両の削減の可

能性についても検討したいと考えております。

周辺道路出入口に試合の開始 3 時間から終了

後 3 時間まで交通整理員を配置する。

試合開催日には、想定される来場車両及び来場

者を整理するために観客の来場、退場にかかる時

間に合わせて、スタジアム周辺に交通整理員を適

宜配置します。

自転車駐輪場の設置について（不法駐輪対

策）、吹田市により、地下埋設型自転車駐輪場

（有料）の大規模導入を要望する。現在も、試

合開催日は会場周辺に不法駐輪が大量発生して

いる。試合日に不法駐輪（周辺歩道）の即時撤

去を警察に申し入れて欲しい。吹田市議会の法

整備（条例の制定）が必要になる。検討を進め

てもらいたい。

試合開催時には、バイク 1,800 台、自転車

4,500 台分の駐車スペースを確保する計画です。

南第一駐車場の緊急車両出入口は観客用の出

入口に使用しない。また、工事用車両の出入り

も認められない。

駐車場の管理は万博記念機構で行われておりま

すが、今後、万博記念機構とも協議をしながら、

皆様にご迷惑をおかけしないようすすめてまいり

ます。工事中については、万博公園南交差点のゲ

ートを車両の出入口として使用する計画はありま

せん。

スタジアムの建設期間中の交通対策につい

て、今後エキスポランド跡地の事業計画がまと

まり事業がスタートすると２つの大型プロジェ

クトの工事が同時に進行することになります。

工事が同時に進むことになった場合は、エキス

ポランド跡地の事業とも十分な連携をとり、工

事車両による外周道路の渋滞を発生させないよ

うお願いします。また、近隣の住宅街の道路

は、小中高校生の通学路になっている上、非常

に狭くなっています。工事車両および工事関係

者の車両が近隣の道路には進入しないようお願

いします。

（仮称）エキスポランド跡地複合施設開発事業

と工事が同時に進行する場合には、十分に協議を

行い、工事車両の運行計画を検討してまいりま

す。また、コンクリートの打設など、連続して車

両を運行する必要がある工事を除き、車両集中時

間、通学時間帯を避け得る車両運行計画を推進す

るとともに、工事用車両の走行ルートについても

決められたルートを走行するよう関係者に周知し

ます。
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評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

周辺地元自治会と詳細に詰めた話し合いが必

要である。

所有者である吹田市、指定管理者となる予定の

ガンバ大阪、地権者である万博記念機構などのス

テークホルダーとともに、地域住民の皆さんと一

緒に問題を改善できるよう協力していきたいと思

います。

提案書での意見の信号の設置等は、関係機関

と協議したのか。その結果は評価書案に反映し

ていない。どう理解していいのか。

スタジアムへの集客に伴い周辺の交通状況が

変化するので関係機関と道路設備、交通規制の

見直しを実施すべきではないか。特に、名神高

速道路出口から中央環状線を横切って外周道路

に入る地点、外周道路の南西側の一般道からの

入り口にあたるクロネコヤマト横の交差点、茨

木摂津線と万博外周道路の合流点には信号の設

置も検討すべきではないか。

中央環状線（府道 2 号線）下穂積交差点の高

架橋を万博寄り信号の手前まで延長し、千里中

央方面からの車の流れを改善する。

万博外周道路の進入路手前の引き返し、迂回

可能な地点に道路状況、駐車状況を知らせる電

光板、掲示板、放送設備等を設置、増設し、み

だりに交通渋滞を招かないよう手前で迂回路へ

誘導する。

スタジアム駐車場には、万博外周道路への負

担を軽減するため専用道を設けるべきではない

か。

茨木摂津線の渋滞緩和について、樫切山交差

点～坂道をあがった万博公園南の信号までの道

路は、現在 1 車線であるが、緊急用車両専用道

路として歩道側にこの間だけ広げて欲しいとの

対策案を出しているが、今回の要約書では、事

業者の見解として明快な回答をなされていませ

ん。地元としては承服できません。あらためて

提議致します。

各駐車場及び万博外周道路の状況を監視する

モニター設備を設置し、即座に渋滞に対応でき

る交通整理体制を確立すべきではないか。

府道茨木摂津線の万博公園南交差点から南に

下る道路は、許可車以外進入禁止措置を講じて

いただきたい

事業者としては、本事業の中で、交通規制の設

定、信号、電光板等の道路設備の設置、高架橋の

延長、周辺道路の新設・改修等を行うことはでき

ません。これらを含めた当該事業の重要な課題の

一つである交通混雑の緩和及び交通安全の確保に

あたっては、ご要望の内容も踏まえ、道路管理者

をはじめ地権者や吹田市、大阪府等のステークホ

ルダーと連携調整し、交通課題の解決に取り組ん

でいる中で、今後協議してまいります。

関係機関と話し合った結果を評価書案に示し

たのか。協議中なのか。まだ事業者の素案なの

か。

評価書案の交通計画については、公共交通事業

者などと一定の協議を行った上で示しております

が、今後も引き続き協議を行っていきます。



64

評価書案意見書の概要及びこれに対する事業者の見解

評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

交通安全

万博外周道路の歩道と自転車とジョギングの

専用レーンがいたるところで自動車横断のため

寸断される。安心して通れない。特にスタジア

ム周辺はもっともひどくなる。また、スタジア

ムへの観客は自転車とジョギングの専用レーン

を一杯使って出入りする。普段、ジョギングを

行っている人に、支障をきたす。対策を講じて

もらいたい。

試合開催日には、来場車両及び来場者を整理す

るためにスタジアム周辺に交通整理員を適宜配置

し、安全確保に努めます。

周辺の生活道路への車両進入と不法駐車の対

策はどうするのか。

駐車場予約者以外が車両で来場しないよう、事

業者、交通事業者などと協力して観戦者にマナー

向上を呼びかけを行うとともに、公共交通機関の

利便性を高めるよう努力いたします。また、観戦

者による違法駐車等が大きな問題になるようでし

たら、各関係機関と協議し、強制的な対策も検討

してまいります。

提案書での意見の信号の設置等は、関係機関

と協議したのか。その結果は評価書案に反映し

ていない。どう理解していいのか。

事業者としては、本事業の中で、信号等の道路

設備の設置を行うことはできません。これらを含

めた当該事業の重要な課題の一つである交通混雑

の緩和及び交通安全の確保にあたっては、ご要望

の内容も踏まえ、道路管理者をはじめ地権者や吹

田市、大阪府等のステークホルダーと連携調整

し、交通課題の解決に取り組んでいる中で、今後

協議してまいります。

この一帯は広大な公園施設であり、その中に

建つ集客施設の負担を近接する一般公共施設に

簡単に転嫁すべきでないと考えます。特に、来

場者の安全、とりわけ歩行の安全は一般公衆道

路を利用してなされるのではなく、本来、公園

施設としてできる限り確保すべきものと考えま

す。万博外周道路南側は幹線道路等との接続の

多い地域であり、阪急電鉄等利用可能な公共交

通機関までは一般道との交差が少ない動線を選

んだ上で、歩道橋等必要な道路施設、設備を整

備すべきではないか。

当該事業の重要な課題の一つである交通混雑の

緩和及び交通安全の確保にあたっては、道路管理

者をはじめ地権者や吹田市、大阪府等のステーク

ホルダーと連携調整し、交通課題の解決に取り組

みます。

事後調査

事後調査について、騒音と振動の工事・供用

時の事後調査を必ず方針通り実行願います。ま

た、交通混雑と交通安全の供用時の事後調査の

調査地点の落とし込みがないように、もう一度

再調査を要求します。

評価書案に記載した事後調査については、確実

に実施します。なお、供用後の交通混雑及び交通

安全の調査地点については、供用後の予測結果を

踏まえ、決定いたします。
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評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

その他要望

計画から完成まで地元自治会と誠意をもって

話し合いをする。

スタジアム完成後においても、1 年に 1 回は

話し合いをもつこと。計画は 100％完全なもの

でない。稼働後に色々な問題点が出てくるのが

当たり前である。これらを解決するためにその

都度協議をしたい。

所有者である吹田市、指定管理者となる予定の

ガンバ大阪、地権者である万博記念機構などのス

テークホルダーとともに、地域住民の皆さんと一

緒に問題を改善できるよう協力していきたいと思

います。

万博公園南交差点周囲（両方向）では、大型

車両の駐車違反が常時化していて、大変危険で

す。実況検分をして下さい。道路標示にも問題

あり。

ご意見につきましては、関係機関に申し伝えま

す。

活力あふれるまちづくりの一環事業として、

これにかかわる関係機関は共同、連携して環境

に配慮され、その責務を果たされたい。施設を

建設するスタジアム建設募金団体は、完成後施

設の所有者となる吹田市、施設の管理運用を行

う(株)ガンバ、土地を所有、管理する万博協会、

大阪府、旧エキスポランド跡地を開発する三井

不動産(株)及び地元各自治会等と連携して協議会

設立に努め、建設、管理に伴う課題の解決にあ

たり、交通対策など一団体、一企業では対応で

きない課題について、協議会で調整を行い連携

して改善、解決に努められたい。

当該事業の重要な課題のうち、当時業者のみで

解決できない課題については、道路管理者をはじ

め地権者や吹田市、大阪府等のステークホルダー

及び近隣事業者と連携調整し、解決に取り組みま

す。

施設完成後の寄付時には、解散する建設募金

団体が負う建設及び建物施設にかかわる権利義

務の承継者を明確にし、責任の所在を地域に明

らかにされたい。

完成したスタジアムは吹田市へ寄贈され、公共

施設として吹田市が所有することとなります。

この条例に基づく意見及びこれに対応して実

施すべき対策は、施設を所有する吹田市が引き

継ぐことになるが、指定管理者となる(株)ガンバ

には市 から 委ね られ る施 設の 管理 （改 修含

む。）運用（収益事業含む）の範囲内において

責任を持つと理解してよいのか対策すべき責任

の範囲を地域に明らかにされたい。

指定管理者業務の受託範囲は今後の議会承認を

経て決定いたしますが、取り組み方針などは吹田

市及び指定管理者へ確実に引き継ぐものとしま

す。
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評価書案についての意見書の概要 左の意見書に対する事業者の見解

この地域は純然たる住宅地であり、小・中・

高校が揃った文教地区でもある。明日への活力

が再びみなぎるよう、学習に勤しむ人々、身体

鍛錬に余念のない人々、家庭のやすらぎに浸る

時間を大切に考える人々など、この地域の豊か

な自然と静寂の中で、思い思いの生活スタイル

を築いておられる。地域特性を無視した独善的

な 24 時間営業案（（仮称）エキスポランド跡

地複合開発事業）には断固反対する。

（仮称）吹田市立スタジアム建設事業におい

ても、風紀上・防犯上の見地から、タガが外れ

たかのように傍若無人な振る舞いをするファン

や観客の暴走行為に対して、厳しい抑制策を講

じていただきたい。

24 時間影響等については、他の事業者へのご

意見ですので、事業者見解は差し控えます。

本事業へのご意見につきましては、現状では、

大半のサポーターは、整然と帰っていると思いま

す。一部マナーの悪いサポーターも居るかもしれ

ませんが、そのようなサポーターの行動につきま

しては、呼びかけを行い、マナー向上に努めま

す。また、状況に応じて、警備員を配置するなど

の対策を講じます。

市議会、府議会で、「地元のご意見、ご要望

を十分お聞きし」と答弁されているが、どのよ

うにして地元の意見、要望を聞くのか。具体的

に示してほしい。

「事業者単独では解決が困難なまちづくりの

課題については、事業者、土地所有者、大阪

府、本市で後世する万博公園南側エリア開発関

係者連絡会の中で、連携して解決を図ってまい

るつもりです。」と答弁されている。

大阪府、吹田市が誘致したのではないのか。

このために千里万博公園スポーツレクレーシ

ョン地区内における建築物の制限等に関する条

例を作った。大阪府、吹田市は交通問題の解決

のために相応の金額的な負担すべきである。

行政への意見と考えますので、事業者見解は差

し控えます。
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14．市長意見書の内容及びこれに対する事業者の見解

「（仮称）吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価書案に対する市長の意見書」（以下「市長意

見書」という。）の内容、及びこれに対する事業者の見解は、以下に示すとおりです。

市長意見書の内容及びこれに対する事業者の見解

個別事項

１ 交通

１－１ 交通混雑

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

周辺駐車場と連携した駐車場予約制の適用にあ

たっては、その実効性を高めるための対策を関係

機関と検討し、施設供用までに運用が可能な状態

にしておくこと。

周辺駐車場と連携した駐車場予約制の適用にあ

たっては、駐車場の運用方法など、その実効性を

高めるための対策を関係機関と検討し、施設供用

までに運用が可能な状態にできるよう協議しま

す。

【環境取組内容】

予約駐車場入り口で外周道路に入場待ち車列

が発生しないように、駐車場への入場車両が一

時に集中することを回避する対策を講じるこ

と。

予約駐車場入り口で外周道路に入場待ち車列が

発生しないよう、来場時間を分散させるために試

合開始前のイベント開催や早めの来場を呼びかけ

るなど、駐車場への入場車両が一時に集中するこ

とを回避する対策を検討します。

１－２ 交通安全

意見の概要 事業者見解

事業者が評価書案で示した歩行者誘導計画に

ついては、試合終了後退出まで約１時間を要す

ることから、退場者の事故を防止し、また、快

適に移動できるよう以下の取組を追加する必要

がある。また、施設供用後、事業者は、歩行者

を適切に誘導するための方策を継続的に改善

し、更なる安全確保及び快適性の向上に努める

必要がある。

退場者の事故を防止し、また、快適に移動でき

るよう、以下の取組を検討します。また、施設供

用後についても、歩行者を適切に誘導するための

方策を継続的に改善し、更なる安全確保及び快適

性の向上に努めます。

【環境取組内容】

退場者に対して適切なルートや公共交通機関

の運行情報などをリアルタイムに提供すること

で混乱を回避し、交通安全上のリスクを低減す

ること。

最適な交通誘導ができるよう、退場ルートの状

況や公共交通機関の運行情報などについて、交通

事業者、警備スタッフ間の連絡を密にして、全体

の状況を把握し、退場者に対して的確なタイミン

グで情報を提供することで混乱を回避し、交通安

全上のリスクの低減に努めます。

【環境取組内容】

歩行者シミュレーションによる予測をもと

に、歩行者を安全かつ快適に誘導するためのマ

ニュアルを作成すること。

歩行者シミュレーションによる予測をもとに、

歩行者を安全かつ快適に誘導するためのマニュア

ルを作成します。

【環境取組内容】

自転車と歩行者の間で事故が生じないよう対策を

講じること。

自転車と歩行者は基本的に動線を分離するととも

に、駐輪場周辺など、自転車と歩行者が通行する場

所では、警備員による適切な誘導を行うなど、事故

が生じないよう対策を検討・実施します。

【環境取組内容】

遠隔地からの来客への対応として、大阪駅、京都

駅などの拠点となる駅へのバス輸送の可能性を検

討すること。

遠隔地からの来客への対応として、大阪駅、京都

駅などの拠点となる駅へのバス輸送について、交通

事業者等と協議し、可能性を検討します。
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意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

スタジアムへの来客による公共交通機関の一

時的な混雑による事故リスクを低減するための

対策を検討すること。

スタジアムへの来客による公共交通機関の一時

的な混雑による事故リスクを低減するための対策

を検討します。

【付帯意見】

当該事業において最も重要な課題である交通

混雑の緩和及び交通安全の確保にあたり、事業

者は、道路管理者、モノレール事業者、地権

者、本市、大阪府、計画地近傍の大規模複合施

設開発事業者などの関係機関と十分協議を行

い、公共交通の輸送力増加、道路整備などの実

施を目指すこと。

現計画で実施する交通対策により一定の成果が得

られていますが、更なる交通混雑の緩和及び交通

安全の確保を目指し、道路管理者、交通事業者、

地権者、吹田市、大阪府、計画地近傍の大規模複

合施設開発事業者などの関係機関と十分協議を行

い、公共交通の輸送力増加、道路整備などの課題

解決を目指します。

また、歩行者誘導マニュアルの作成にあたっ

ては、観客数以外に、天候や勝敗などの影響も

考慮した対応区分の基準を明確に定め、区分ご

との対応を定量的かつ具体的に示し、歩行者誘

導マニュアルの充実を図ること。

歩行者誘導マニュアルの作成にあたっては、観客数

以外に、天候や勝敗などの影響も考慮した対応区分

の基準を明確に定め、区分ごとの対応を定量的かつ

具体的に示し、歩行者誘導マニュアルの充実を図り

ます。

２ 騒音

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

歓声や場内放送による騒音影響を低減するた

めに、指向性の高いスピーカーを使用して、設

置場所や向きへの配慮を行うとともに、観戦ル

ールを定めたうえで来場者に対して観戦ルール

の遵守を求めるなどの対策を講じること。

特に夜間（午後９時以降）は場内放送の音量

の低減及び来場者への周知など特段の配慮を行

うこと。

また、これらの対策を具体的に示すこと。

歓声や場内放送による騒音影響を低減するため

に、以下の対策を行います。

・試合中はスタジアム外壁の窓の閉鎖を徹底しま

す。

・指向性の高いスピーカーを使用して、設置場所

や向きについて配慮します。

・応援に使用できる楽器を制限します。

・原則、午後 9 時以降は試合を行いません。万

一、天候などの影響で試合実施時間が延長さ

れる場合、夜間の時間帯（午後 9 時以降）

は、場内放送の音量を可能な限り低減し、楽

器の使用を禁止します。

・これらの観戦ルールについては、ホームページ

で事前に告知するとともに、場内放送及び電

光掲示板を用いて周知します。

・退場時間をコントロールするための対策（イベ

ント）を実施する場合にも、騒音の発生につ

いて十分な配慮を行います。

３ 温室効果ガス・エネルギー

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

太陽光パネルの設置については、今後詳細な

施設計画を設計する上で、性能向上が見込めれ

ば、可能な限り、現計画以上の発電容量の設置

を検討すること。

太陽光パネルの設置については、今後詳細な施

設計画を設計する上で、性能向上が見込めれば、

可能な限り、現計画以上の発電容量の設置を検討

します。
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意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

観客輸送用のバスについては、必要なバスや

運行頻度を確保するとともに、環境配慮型車両

（ＨＶや天然ガス）の導入を交通事業者と協議

すること。

観客輸送用のバスについては、必要なバスや運

行頻度を確保するとともに、環境配慮型車両（Ｈ

Ｖや天然ガス）の導入を交通事業者と協議しま

す。

【環境取組内容】

関係車両については、ＥＶ、ＨＶ車などの最新の

エコカーの利用を関係者に対して推奨するなどの

取組を検討すること。

関係車両については、ＥＶ、ＨＶ車などの最新の

エコカーの利用を推奨するなどの取組を検討しま

す。

【環境取組内容】

施設管理用の照明に加えて、ナイター用の照

明についても、高効率化などの取組を検討する

こと。

施設管理用の照明に加えて、ナイター用の照明

についても、高効率化などの取組を検討します。

【環境取組内容】

近接事業との連携により実施した、スマート

コミュニティの取組に関する実現可能性調査

（平成 24 年度スマートコミュニティ構想普及

支援事業）の結果も参考にして、近接事業と連

携し、先進的なエネルギー利用計画について検

討すること。

近接事業との連携により実施した、スマートコ

ミュニティの取組に関する実現可能性調査（平成

24 年度スマートコミュニティ構想普及支援事

業）の結果も参考にして、近接事業と連携し、先

進的なエネルギー利用計画について検討します。

４ 廃棄物等

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

環境に配慮した製品の採用については、バイ

オマス等再生資源の採用を検討すること。

環境に配慮して製品として、再生資源を利用し

たインターロッキングの使用を行います。また、

それ以外にもバイオマス等再生資源の採用を検討

します。

【環境取組内容】

廃棄物の分別回収に加え、リサイクル可能な

食器やリユース食器の導入に取り組むこと。

廃棄物の分別回収に加え、リサイクル可能な食

器やリユース食器等の導入に取り組みます。

５ 大気汚染

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

可能な限り、最新の排出ガス対策型の建設機

械を使用すること。

可能な限り、最新の排出ガス対策型の建設機械

を使用します。

【環境取組内容】

資機材搬入車両については、最新の排気ガス

性能等の良い車両の利用を関係者に対して推奨

するなどの取組を検討すること。

資機材搬入車両については、最新の排気ガス性

能等の良い車両の利用を関係者に対して推奨する

などの取組を検討します。

【事後調査の方法】

工事中の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について

は、建設機械の稼働機種、台数、時間により最大

排出量を把握すること。

工事中の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について

は、建設機械の稼働機種、台数、時間により最大排

出量を把握します。
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６ ヒートアイランド現象

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

広場について、高木による木陰の創出などに

より、蓄熱を避け、地表面温度を下げる取組を

検討すること。

広場については、高木を分散配置することによ

り木陰を創出するなど、蓄熱を避け、地表面温度

を下げる計画とします。

【環境取組内容】

ドライ型ミストなどを設置し、夏場の来場者

に対して熱ストレスの緩和の取組を検討するこ

と。

仮設のドライ型ミスト装置の設置など、夏場の

来場者に対して熱ストレスの緩和の取組を検討し

ます。

７ 緑化

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

高木については、現時点で計画している樹種

にエノキ、アキニレを、低木については、ミカ

ン科の樹種を加え、生物多様性に配慮した植栽

計画を検討すること。

高木については、現時点で計画している樹種に

エノキ、アキニレを、低木については、ミカン科

の樹種を加え、生物多様性に配慮した植栽計画と

します。

【環境取組内容】

緑化計画については、避難計画等も踏まえ

て、可能な限り、植栽すること。

緑化計画については、広場に高木を分散配置す

るなど、避難計画等も踏まえて、可能な限り、植

栽します。

８ 安全

意見の概要 事業者見解

【環境取組内容】

緊急災害時の防災拠点としての機能をより向

上させるための取組を検討すること。

緊急災害時の防災拠点としての機能をより向上

させるための取組を検討します。


